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ま
え
が
き

　

学
校
教
育
の
現
状
、
教
師
の
労
働
環
境
、
教
員
需
給
の
問
題
に
、「
冷
静
な
議
論
」
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
、
本
書
の
第
一
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　
「
学
校
は
深
刻
な
人
手
不
足
」「
ブ
ラ
ッ
ク
な
教
師
の
職
場
」「
教
職
の
魅
力
低
下
で
倍
率
は
最
低
」「
教
員
の
精

神
疾
患
過
去
最
多
」「
教
員
は
、
定
額
働
か
せ
放
題
」
な
ど
、
マ
ス
コ
ミ
、
Ｗ
ｅ
ｂ
ニ
ュ
ー
ス
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
は
、

刺
激
的
な
こ
と
ば
で
あ
ふ
れ
て
い
る
。
教
師
の
直
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
事
象
の
一
側
面
、
断
片
的
な
デ
ー
タ
、

恣
意
的
な
解
釈
に
基
づ
い
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
無
自
覚
に
こ
れ
ら
の
言
説
に
触
れ
て
い

れ
ば
、
あ
た
か
も
、
教
員
シ
ス
テ
ム
は
崩
壊
し
、
教
師
の
職
場
は
最
悪
の
状
況
に
陥
っ
て
お
り
、
教
職
は
す
で
に

魅
力
の
あ
る
仕
事
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
で
に
、
そ
の

よ
う
な
印
象
は
、
巷
間
を
一
人
歩
き
し
は
じ
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

教
師
の
お
か
れ
た
諸
問
題
に
、
冷
静
な
議
論
を
確
保
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
我
々
は
、「
教
師
不
足
と
は
、
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
」「
教
員
採
用
試
験
の
受
験
者
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
」「
教
師
の
労
働
条
件
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は
、
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
で
き
る
だ
け
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
や
フ
ァ
ク
ト

に
基
づ
い
て
、
事
象
を
で
き
る
だ
け
論
理
的
に
整
理
し
、
分
析
・
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
書
は
、
東
京
学
芸
大
学
先
端
教
育
人
材
育
成
推
進
機
構
が
中
心
と
な
り
、
外
部
の
公
認
会
計
士
の
協
力
等
を

得
て
、
教
員
需
給
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
の
分
析
や
議
論
を
行
っ
た
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の

「
教
師
不
足
」「
労
働
条
件
」「
教
職
の
魅
力
」
に
つ
い
て
の
分
析
や
考
察
が
、
読
者
の
皆
様
の
関
心
に
応
え
、
教

職
の
在
り
方
や
教
育
施
策
形
成
の
議
論
に
、
一
石
を
投
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
甚
で
あ
る
。

　

本
書
の
記
述
、
分
析
や
解
釈
、
考
察
に
つ
い
て
、
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

�

東
京
学
芸
大
学
先
端
教
育
人
材
育
成
推
進
機
構　

�

　
　
　
　
　

教
員
需
給
モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　
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近
年
、
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
が
、
深
刻
な
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
最
近
の
教
員
採
用

試
験
の
倍
率
低
下
（
採
用
試
験
の
問
題
）、
教
師
の
長
時
間
労
働
や
処
遇
の
現
状
（
労
働
条
件
の
問
題
）、
現
実
に
学

校
現
場
で
授
業
を
担
当
す
る
教
師
の
確
保
の
困
難
さ
（
教
員
の
確
保
の
問
題
）
な
ど
が
、
マ
ス
コ
ミ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上

で
大
き
く
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
国
レ
ベ
ル
、
地
方
レ
ベ
ル
で
、
広
く
国
民
の
関
心
を
呼
ん
で
い
る
。

　

マ
ス
コ
ミ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
は
、「
教
職
は
ブ
ラ
ッ
ク
」「
教
員
人
気
の
低
下
」
な
ど
、
刺
激
的
な
言
葉
が
、
飛
び

交
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
声
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
に
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
あ
る
。

　

・�

教
師
は
、
毎
日
の
授
業
の
準
備
や
保
護
者
の
対
応
な
ど
に
加
え
て
、
土
日
の
部
活
動
な
ど
も
あ
り
、
休
み
な

く
働
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
な
の
で
は
な
い
か
。

１

い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
の
諸
相

序章

「
教
師
不
足
」
と
は
何
か

―
そ
の
諸
相
と
政
策
課
題
と
し
て
の
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

佐
々
木
幸
寿
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・�

全
国
的
に
、
教
員
採
用
試
験
の
受
験
倍
率
が
低
下
し
て
い
る
が
、
競
争
率
の
低
下
は
教
師
の
質
の
低
下
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

・�

長
時
間
勤
務
や
休
日
勤
務
な
ど
の
ブ
ラ
ッ
ク
な
労
働
実
態
な
ど
が
、
教
職
の
人
気
、
教
職
の
魅
力
の
低
下
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

・�
教
師
に
給
特
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勤
務
時
間
の
歯
止
め
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
の
問
題
は
、「
採
用
試
験
の
問
題
」「
労
働
条
件
の
問
題
」「
教
員
確
保
の
問

題
」
と
し
て
、「
教
職
の
魅
力
低
下
」
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
媒
介
に
し
て
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
リ
ン
ク
し
て
、

事
態
は
よ
り
深
刻
化
し
て
い
る
と
い
う
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
見
方
に
対
す
る
異
論
も
あ
る
。
受
験
倍
率
の
低
下
は
、
退
職
す
る
年
代
の
教
師
層
が

多
い
こ
と
に
よ
る
採
用
増
な
ど
が
主
な
要
因
と
な
っ
て
お
り
長
期
的
な
需
給
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
一
時
的
な
現
象

で
は
な
い
か
、
４
月
以
降
の
欠
員
補
充
の
難
し
さ
は
現
在
に
限
ら
ず
既
卒
者
を
中
心
と
し
た
人
材
プ
ー
ル
に
依
存

す
る
こ
と
で
生
じ
う
る
避
け
ら
れ
な
い
構
造
的
な
問
題
で
は
な
い
か
、
教
師
不
足
は
景
気
動
向
や
少
子
高
齢
化
に

よ
る
社
会
全
体
の
若
年
労
働
力
の
不
足
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
教
師
の
給
与
水
準
は
全

体
と
し
て
従
来
か
ら
高
い
水
準
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
教
員
に
お
け
る
精
神
疾
患
の
高
さ
は
他
の
職
種
と
比
較

し
な
け
れ
ば
客
観
的
に
評
価
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　

学
校
教
育
の
核
で
あ
る
教
師
需
給
の
問
題
は
、
教
育
政
策
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
イ
シ
ュ
ー
で
あ
り
、
こ
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の
問
題
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
現
象
の
解
釈
と
整
理
、
そ
の
た
め
の
デ
ー
タ
の
分
析
が
必
要
と
な
っ
て
い

る
。

い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か

　
「
教
師
不
足
」
問
題
と
は
、
一
般
に
、
教
師
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
マ
ス
コ
ミ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

上
で
は
、
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
に
学
校
現
場
で
欠
員
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
実

を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
師
志
願
者
の
減
少
な
ど
将
来
的
な
教
師
不
足
へ
の
心
配
、
こ
れ
ら
の
帰
結
と
し
て

の
教
師
の
質
の
低
下
へ
の
危
惧
な
ど
、
広
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　

文
部
科
学
省
が
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
度
に
実
施
し
た
「『
教
師
不
足
』
に
関
す
る
実
態
調
査
」
で
は
、「
教

師
不
足
」
の
定
義
を
、「
臨
時
的
任
用
教
員
等
の
講
師
の
確
保
が
で
き
ず
、
実
際
に
学
校
に
配
置
さ
れ
て
い
る
教

師
の
数
が
、
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
等
の
教
育
委
員
会
に
お
い
て
学
校
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
教
師
の

数
（
配
当
数
）
を
満
た
し
て
お
ら
ず
欠
員
が
生
じ
る
状
態
を
指
す
。」
と
し
て
お
り
、
文
部
科
学
省
の
調
査
に
お

い
て
は
、
事
実
と
し
て
「
欠
員
が
生
じ
て
い
る
状
態
」
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
で
、
他
の
文
部
科
学
省
の
諸
調

査
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
別
の
イ
メ
ー
ジ
で
「
教
師
不
足
」
を
捉
え
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。「
教
員
免
許
授

与
件
数
」
を
取
り
上
げ
、
将
来
、
教
師
と
な
り
得
る
免
許
資
格
を
も
っ
た
者
の
減
少
と
い
う
意
味
で
、
教
師
の
不

足
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、「
採
用
試
験
の
受
験
者
数
・
倍
率
」
を
取
り
上
げ
、
具
体
的
な

教
師
の
志
望
者
の
減
少
と
い
う
意
味
で
、「
教
師
不
足
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
学
校
現

場
で
現
実
に
発
生
し
て
い
る
退
職
者
や
産
休
・
育
休
の
後
補
充
に
お
け
る
代
替
教
員
の
確
保
の
難
し
さ
と
い
う
意
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味
で
、「
教
師
不
足
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

「
教
職
の
魅
力
低
下
」
と
い
う
言
説
の
真
偽
は
―
ど
の
よ
う
な
指
標
で
確
認
す
る
の
か
―

　

い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
と
い
う
場
合
に
は
、
教
員
採
用
試
験
倍
率
の
低
下
、
現
実
の
代
替
教
員
の
確
保
の
難

し
さ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
が
、
こ
れ
ら
の
指
摘
が
密
接
に
関
係
し
て
進
行

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
橋
渡
し
を
し
て
い
る
の
が
「
教
職
の
魅
力
が
低
下
し
て
い
る
」

と
い
う
言
説
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
教
師
の
長
時
間
労
働
、
休
日
勤
務
」
→
「
教
職
の
魅
力
低
下
」
→
「
教
員
採

用
試
験
の
倍
率
の
低
下
」「
代
替
教
員
の
不
足
」
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
図
式
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
が
故
に
、

多
く
の
人
々
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。

　
「
教
職
の
魅
力
低
下
」
と
い
う
言
説
は
、
真
実
味
を
も
っ
て
、
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
な
実
態
を
意
味
す
る
の
か
曖
昧
で
あ
り
、
ま
た
、
魅
力
と
い
う
主
観
的
な
基
準
は
、
客
観
的
な
裏

付
け
の
あ
る
検
証
は
難
し
い
。
そ
も
そ
も
、
魅
力
と
い
う
要
素
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
か
、
具
体
的
に

そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
指
標
を
見
る
こ
と
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
ど
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
、
そ
の

在
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

政
策
の
課
題
と
し
て
の
「
教
師
不
足
」

　

教
員
採
用
試
験
の
倍
率
低
下
、
教
師
の
労
働
環
境
・
条
件
、
現
実
の
学
校
に
お
け
る
教
員
の
欠
員
補
充
の
困
難

さ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
施
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
教
師
の
労
働
条
件
の
改
善
の
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た
め
の
給
特
法
の
改
善
、
免
許
を
有
す
る
教
師
の
確
保
の
た
め
の
免
許
更
新
講
習
の
廃
止
、
教
員
採
用
試
験
の
早

期
化
・
複
線
化
、
特
別
免
許
状
の
運
用
の
見
直
し
等
の
施
策
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
は
、「
教
師

の
多
様
化
」
の
た
め
の
施
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
実
態
と
し
て
は
、
最
重
要
の
政
策

課
題
と
し
て
の
「
教
師
不
足
」
対
策
を
主
眼
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
教
師
不
足
」
と
い
う
課
題
設
定
を
行
う
場
合
に
は
、
人
員
の
不
足
を
教
職
特
有
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る

必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
給
特
法
や
長
時
間
労
働
な
ど
を
教
職
の
魅
力
低
下
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
と
い

う
方
法
が
と
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
人
員
が
不
足
し
て
い
る
の
は
教
師
だ
け
で
は
な
く
、
民
間

企
業
、
公
務
員
に
お
い
て
も
、
そ
の
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
子
高
齢

化
に
よ
る
若
年
労
働
力
の
減
少
、
景
気
動
向
と
の
関
係
か
ら
も
「
教
師
不
足
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
政
策
の

在
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、「
教
師
不
足
問
題
」
と
い
う
課
題
設
定
が
適
切
で
あ
る
の
か
、「
労
働
力
需
給
問
題
」

と
い
う
課
題
設
定
が
適
切
で
あ
る
の
か
は
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　

現
在
の
教
師
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
が
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
現
状
を
生
ん
で
い
る
背
景
や
要
因
を
読
み
解
き
、
そ
の
う
え
で
、
政

策
課
題
の
設
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
裏
付
け
を
も
っ
た
本
質
的
な
課
題
の
設
定
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
に
応
じ

て
政
策
、
施
策
を
構
想
し
、
具
体
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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２

問
題
の
重
要
な
背
景
と
し
て
の
「
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
」

　

マ
ス
コ
ミ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
は
、「
教
師
不
足
」
に
つ
い
て
の
報
道
や
記
事
が
、
次
々
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
事
実
に
基
づ
か
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
国
や
地
方
自
治
体
の
教
員

政
策
と
し
て
教
師
不
足
対
応
を
目
的
と
し
た
も
の
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
効
果

の
程
度
、
政
策
の
適
時
性
、
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

教
員
需
給
問
題
は
、
そ
の
動
向
が
数
量
的
に
予
測
し
や
す
い
政
策
領
域
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
我
が
国

に
お
い
て
は
デ
ー
タ
や
事
実
に
基
づ
く
政
策
形
成
が
十
分
に
根
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
（
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
い
た
政
策
立
案
）
と
は
何
か

　

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
（Evidence-Based Policy M

aking

）
と
は
何
か
。
政
府
が
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
６
月
23
日
に

ま
と
め
た
「
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
推
進
委
員
会
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
課
題
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ　

取
り
ま
と
め
」
は
、「
政
策

手
段
と
目
的
の
論
理
的
な
つ
な
が
り
を
明
確
に
し
、
こ
の
つ
な
が
り
の
裏
付
け
と
な
る
よ
う
な
デ
ー
タ
等
の
エ
ビ

デ
ン
ス
（
根
拠
）
を
可
能
な
限
り
求
め
、『
政
策
の
基
本
的
な
枠
組
み
』
を
明
確
に
す
る
」
取
組
み
で
あ
る
と
し

て
い
る（

１
）。

　

教
育
政
策
に
お
い
て
は
、
現
在
、
与
党
で
あ
る
自
由
民
主
党
の
「
教
育
未
来
創
造
会
議
」、
文
部
科
学
大
臣
の

諮
問
機
関
で
あ
る
「
中
央
教
育
審
議
会
」
に
お
け
る
有
識
者
等
の
議
論
を
基
に
し
て
教
育
政
策
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。
審
議
会
を
通
じ
た
政
策
形
成
に
お
い
て
も
、
一
定
の
統
計
や
デ
ー
タ
が
委
員
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
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に
は
、
事
務
局
が
設
定
し
た
有
識
者
等
に
お
け
る
議
論
を
中
心
に
政
策
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
基
本
理
念
や
考
え

方
な
ど
の
価
値
判
断
を
伴
う
課
題
、
必
ず
し
も
明
確
に
め
ざ
す
べ
き
将
来
像
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
課
題
、
多
様

な
意
見
の
集
約
を
必
要
と
す
る
課
題
等
に
お
い
て
は
、
豊
か
な
経
験
と
深
い
見
識
を
有
す
る
有
識
者
や
専
門
家
等

に
よ
る
検
討
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
機
動
的
で
柔
軟
な
政
策
形
成
の
た
め
に
は
デ
ー
タ
や
数

値
が
必
要
と
さ
れ
る
領
域
、
ま
た
、
活
か
さ
れ
や
す
い
政
策
領
域
も
存
在
し
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
よ
う
な
領
域

に
お
い
て
は
根
拠
を
も
っ
て
政
策
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
客
観
的
で
、
十
分
な
デ
ー
タ

等
に
よ
り
エ
ビ
デ
ン
ス
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

政
策
形
成
に
お
い
て
は
、
第
一
に
は
、
対
象
と
な
っ
て
い
る
政
策
形
成
の
目
的
に
つ
い
て
の
判
断
が
必
要
と
さ

れ
る
。
現
行
政
策
の
改
善
を
目
的
と
し
た
も
の
か
、
経
験
の
な
い
課
題
や
動
的
な
政
策
転
換
を
射
程
に
お
い
て
い

る
の
か
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
政
策
の
対
象
が
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
適
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
判

断
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
は
、
検
証
の
必
要
性
、
可
能
性
の
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
。
第
三
に
は
、

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
役
割
や
活
用
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。
デ
ー
タ
・
フ
ァ
ク
ト
等
の
活
用
に
よ
り
政
策
の
必
要
性
を

判
断
す
る
の
か
、
政
策
目
的
に
対
す
る
政
策
手
段
の
有
効
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
か
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
検
討
・
判
断
を
行
っ
た
う
え
で
、
具
体
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
の
構
成
、
デ
ー
タ
等
の
選
択
や
分
析
、
活
用
の
方
法

を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

教
育
政
策
に
お
け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
適
合
性

　

現
在
、
政
策
資
源
の
有
効
活
用
を
求
め
る
声
、
政
策
課
題
の
多
様
化
や
政
策
形
成
の
複
雑
化
に
対
応
す
る
必
要
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性
の
高
ま
り
、
デ
ー
タ
収
集
や
分
析
方
法
の
進

歩
な
ど
を
背
景
に
し
て
、
国
や
自
治
体
の
政
策

形
成
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
活
用
が
進
ん
で

い
る
。
そ
の
一
方
で
、
欧
米
に
比
べ
て
、
日
本

に
お
い
て
は
、
政
策
に
関
す
る
統
計
や
デ
ー
タ

の
活
用
自
体
が
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
審

議
会
や
検
討
委
員
会
に
お
い
て
は
、
十
分
で
客

観
的
デ
ー
タ
が
確
保
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
有
識

者
等
に
よ
る
議
論
に
委
ね
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
は
、
政
策
形
成
に
お
い
て
常
に
有

効
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
適
し
た
領

域
、
適
さ
な
い
領
域
が
あ
る
。
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
お

い
て
は
、
政
策
の
対
象
と
す
る
人
々
の
人
数
や

事
業
の
多
さ
、
一
旦
実
施
し
た
場
合
の
不
可
逆

性
の
観
点
か
ら
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
「
検
証

の
必
要
性
」
を
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果

を
定
量
的
に
測
定
で
き
る
か
ど
う
か
等
の
観
点

図序－1　EBPMに適した政策領域
（出典）�大竹文雄・内山融・小林庸平編著『EBPM―エビデンスに基づく政策形成の導入と実践―』

日本経済新聞出版，2022年，24頁。

安全保障
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貿易協定
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CO２排出規制・大気汚染抑制

教育
児童福祉・子育て支援策
医療・介護・健康
就労支援

税等の滞納予防
３R（リデュース・リユース・

リサイクル）

インフラ整備
公害

中小企業振興策
輸出促進策

イノベーション支援
農業振興施策
犯罪抑止
政府開発援助

大企業支援施策

基礎研究の
大規模支援

実施プロセスへの
関与可能性

潜在的な政策
対象者数

高

低

中

中程度少ない 多い
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か
ら
「
検
証
の
可
能
性
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
図
序

－

１
は
、
エ
ビ
デ
ン
ス
に
よ
る
検
証
の
必
要
性
の
観
点

か
ら
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
適
し
た
政
策
領
域
と
適
さ
な
い
政
策
領
域
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
教
育
は
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に

適
し
て
い
る
領
域
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

２
）。
し
か
し
、
教
育
と
は
人
格
全
体
を
対
象
と
し
た
営
み
で
あ
り
、
必
ず

し
も
、
一
義
的
に
政
策
・
施
策
の
在
り
方
を
特
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
下
位
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
そ

の
適
否
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。「
教
師
不
足
」
や
「
教
員
需
給
」
な
ど
の
問
題
は
、
統
計
、
デ
ー
タ
の
分
析
に

よ
っ
て
量
的
に
推
計
す
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
り
、「
検
証
の
可
能
性
」
の
観
点
か
ら
も
、
よ
り
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

が
適
し
た
領
域
で
あ
る
と
い
え
る
。

エ
ビ
デ
ン
ス
の
特
質
と
教
員
需
給
―
デ
ー
タ
・
フ
ァ
ク
ト
を
中
心
に
―

　

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
役
割
は
、
①
政
策
目
的
を
明
確
化
さ
せ
る
こ
と
、
②
政
策
目
的
を
効
果
的
に
実
現
す
る
た
め
に
、

政
策
手
段
と
政
策
目
的
の
論
理
的
な
つ
な
が
り
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
③
こ
の
つ
な
が
り
の
裏
付
け
と
な
る
エ
ビ

デ
ン
ス
（
根
拠
）
を
可
能
な
限
り
求
め
、
政
策
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
明
確
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る（

３
）。

　

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
お
い
て
、「
エ
ビ
デ
ン
ス
」（
根
拠
）
と
は
、
基
本
的
に
、
政
策
目
的
と
政
策
手
段
の
つ
な
が
り
の

裏
付
け
と
な
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
が
、
一
般
に
、
狭
義
、
広
義
の
二
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
狭
義
で

は
、「
政
策
目
的
に
対
す
る
政
策
手
段
の
有
効
性
（
因
果
関
係
）」
な
ど
、
目
的
と
手
段
の
有
効
性
の
裏
付
け
と
な

る
根
拠
と
し
て
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
広
義
で
は
、
政
策
目
的
に
対
す
る
政
策
手
段
の
有
効

性
を
確
認
す
る
と
い
う
狭
義
の
意
味
を
超
え
て
、
さ
ら
に
、「
現
状
の
把
握
」「
将
来
予
測
」
な
ど
政
策
の
前
提
と

な
る
現
実
の
状
況
や
将
来
の
見
込
み
を
示
す
デ
ー
タ
や
フ
ァ
ク
ト
ま
で
を
含
ん
だ
広
い
概
念
を
示
す
も
の
と
し
て
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用
い
ら
れ
て
い
る
（
図
序

－

２
）。

　
「
狭
義
の
エ
ビ
デ
ン
ス
」
の
視
点
か
ら
は
、
政
策
目
的
と
政
策
手

段
の
関
係
を
裏
付
け
る
定
量
的
な
デ
ー
タ
、
定
性
的
な
デ
ー
タ
等
の

確
保
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
社
会
的
事
象
に
対
す
る

政
策
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
提
が
確
保
し
に
く
い
と
い
う
事

情
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
教
師
不
足
」「
教
員
需
給
」
な
ど
に
つ

い
て
は
、
現
状
把
握
、
将
来
予
測
に
と
ど
ま
る
一
般
的
な
人
口
推
計

な
ど
の
デ
ー
タ
を
中
心
に
活
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
現
実
的

で
も
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
本
書
で
は
、
主
に
、「
デ
ー
タ
・
フ
ァ
ク
ト
」
に
重
点

を
お
い
て
推
計
を
行
う
こ
と
と
す
る
。「
教
師
不
足
」「
教
員
需
給
」

の
諸
相
を
理
解
す
る
う
え
で
、
教
員
採
用
試
験
受
験
者
数
（
新
規
学

卒
者
、
既
卒
者
）、
22
歳
人
口
、
新
規
学
卒
者
の
求
人
倍
率
、
教
員
免

許
状
の
授
与
件
数
、
勤
務
時
間
、
教
員
の
年
収
、
有
給
休
暇
取
得
日

数
、
育
児
休
暇
取
得
率
、
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
率
、
離
職
率
等
の

デ
ー
タ
を
活
用
す
る
。

　

ま
た
、「
教
師
不
足
」「
教
員
需
給
」
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
ご

と
の
状
況
（
例
え
ば
、
退
職
者
数
）
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る
こ
と

広義のエビデンス

狭義のエビデンス

データやファクト 現状把握、将来予測
（政策の必要性）

目的・手段の因果関係
（政策手段の有効性）

図序－2　広義のエビデンス（データ・ファクト等と狭義のエビデンス）
（出典）�大竹文雄・内山融・小林庸平編著『EBPM―エビデンスに基づく政策形成の導入と実践―』

日本経済新聞出版，2022年，8 頁，内閣官房行政改革推進本部事務局「EBPMガイドブ
ック～政策担当者はまず読んでみよう！行政の『無謬性神話』からの脱却に向けた，ア
ジャイル型政策形成・評価の実践～」Ver 1.0，2022年11月 7 日，22頁を基にして作成。
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に
な
る
こ
と
か
ら
、
地
方
ご
と
の
事
例
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
は
、
都
市
に
お
い
て
、

地
方
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
東
京
都
教
育
委
員
会
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
を
事

例
と
し
て
、
採
用
の
状
況
、
教
員
を
確
保
す
る
た
め
の
工
夫
等
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

【
注
】

（
１
）
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
推
進
委
員
会
デ
ー
タ
利
活
用
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
「
取
り
ま
と
め
」（
２
０
２
１
年
６
月
23
日
）。

（
２
）
大
竹
文
雄
・
内
山
融
・
小
林
庸
平
編
著
『
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
―
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
政
策
形
成
の
導
入
と
実
践
―
』
日
本
経
済

新
聞
出
版
、
２
０
２
２
年
。

（
３
）
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
本
部
事
務
局
「
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
～
政
策
担
当
者
は
ま
ず
読
ん
で
み
よ
う
！　

行
政
の

『
無
謬
性
神
話
』
か
ら
の
脱
却
に
向
け
た
、
ア
ジ
ャ
イ
ル
型
政
策
形
成
・
評
価
の
実
践
」
Ver 

1.0
、
２
０
２
２
年
11
月
７
日
。



第Ⅰ部

教員政策の現状と展開
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教
員
需
要
へ
の
影
響

　

近
年
の
学
校
現
場
に
お
け
る
、
特
に
公
立
学
校
教
員
の
需
要
拡
大
の
背
景
に
は
、
１
９
７
０
年
代
に
お
け
る
第

二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
対
応
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
教
員
の
大
量
退
職
、
通
級
学
級
・
日
本
語
指
導
・
初
任
者
研

修
・
少
人
数
指
導
の
た
め
の
基
礎
定
数
の
新
設
、
特
別
な
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
児
童
・
生
徒
の
増
加
へ
の
対
応
等
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
進
め
ら
れ
て
い
る
国
の
教
員
政
策
に
お
い
て
、
教
員
需
要
に
影
響
を
及
ぼ
す
主
な

要
因
を
以
下
に
整
理
す
る
。

・
35
人
学
級
編
制
の
導
入

　

公
立
小
中
学
校
の
１
学
級
あ
た
り
の
人
数
の
上
限
は
、「
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定

第1章
教
員
政
策
の
展
開
と
文
部
科
学
省
調
査
か
ら

見
え
る
も
の

清
水
研
司
・
岩
澤
大
介

１

近
年
の
教
員
政
策
の
展
開
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数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、「
義
務
標
準
法
」
と
い
う
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
小
学
校
の
学
級
編
制
の
標

準
を
40
人
か
ら
35
人
に
引
き
下
げ
る
義
務
標
準
法
の
改
正
案
が
、
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
３
月
31
日
に
可
決
さ

れ
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
度
の
改
正
に
よ
っ
て
小
学
校
１
年
生
の
み
35
人
学

級
と
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
た
に
５
年
間
を
か
け
て
第
２
学
年
か
ら
第
６
学
年
ま
で
段
階
的
に

標
準
を
引
き
下
げ
、
２
０
２
５
（
令
和
７
）
年
度
に
35
人
学
級
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
１
９
８
０
（
昭
和

55
）
年
に
上
限
が
45
人
か
ら
40
人
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
以
来
、
約
40
年
ぶ
り
の
改
正
と
な
る
。
ま
た
、
今
回
の
義
務

標
準
法
の
改
正
に
合
わ
せ
て
、
国
会
に
お
い
て
附
帯
決
議
が
同
時
に
採
決
さ
れ
て
お
り
、「
小
学
校
６
年
生
ま
で
の

段
階
的
な
35
人
学
級
編
制
は
、
必
要
な
加
配
定
数
を
削
減
す
る
こ
と
な
く
、
安
定
的
な
財
源
に
よ
っ
て
措
置
す
る

こ
と
」、「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
資
す
る
た
め
、
小
学
校
高
学
年
の
教
科
担
任
制
は
、
教
員
の
定
数
増
を

含
め
検
討
し
、
小
学
校
教
員
の
持
ち
授
業
時
数
の
軽
減
を
図
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
文
部
科
学
省
は
こ
の
35
人
学
級

を
実
現
す
る
に
は
、
約
１
万
３
０
０
０
人
の
教
員
を
新
た
に
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
試
算
し
て
い
る
。
今
後
の

中
学
校
に
お
け
る
35
人
学
級
の
実
施
如
何
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
教
員
需
要
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

・
教
員
の
定
年
延
長

　

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
６
月
に
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
及
び
「
地
方
公
務
員
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
公
立
学
校
教
員
の

定
年
を
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
か
ら
段
階
的
（
２
年
で
１
歳
ず
つ
）
に
引
き
上
げ
、
２
０
３
１
（
令
和
13
）
年

度
に
65
歳
定
年
が
完
成
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
か
ら
完
成
を
迎
え
る
２
０
３
１
（
令
和
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13
）
年
度
ま
で
、
原
理
的
に
は
１
年
お
き
に
定
年
に
よ
る
退
職
者
が
い
な
く
な
る
。
な
お
、
段
階
的
な
引
き
上
げ

期
間
中
は
定
年
か
ら
65
歳
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
現
行
と
同
様
の
再
任
用
制
度
は
存
置
さ
れ
る
。
ま
た
、
60

歳
に
達
し
た
日
以
後
、
定
年
前
に
退
職
し
た
職
員
を
本
人
の
希
望
に
よ
り
短
時
間
勤
務
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
」
が
新
設
さ
れ
る
。
段
階
的
な
引
き
上
げ
期
間
中
の
経
過
措
置
に
よ
る
再
任

用
制
度
や
希
望
に
よ
っ
て
短
時
間
勤
務
と
な
る
者
が
い
る
こ
と
、
採
用
数
確
保
の
た
め
臨
時
講
師
等
の
枠
を
減
ら

し
て
正
規
教
員
に
置
き
換
え
る
措
置
を
と
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
採
用
予
定
数
の
推
定
は
難
し
い
の

で
あ
る
が
、
定
年
延
長
は
、
教
員
需
要
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

教
員
確
保
（
供
給
）
策
へ
の
取
組
み

　
「
教
師
不
足
」
と
言
わ
れ
て
い
る
状
況
に
対
し
て
、
最
近
の
国
の
教
育
施
策
等
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、
教

員
の
確
保
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
近
年
の
中
教
審
答
申
等
を
踏
ま
え
て
概
観
す
る
。

・
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進
（
教
職
の
魅
力
向
上
方
策
）

　

文
部
科
学
省
は
、
２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
４
月
、
省
内
に
「
次
世
代
の
学
校
指
導
体
制
に
ふ
さ
わ
し
い
教
職

員
の
在
り
方
と
業
務
改
善
の
た
め
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
を
設
置
し
、
教
員
の
業
務
改
善
の
推
進
に
向
け
た
検
討

を
進
め
、
２
０
１
６
（
平
成
28
）
年
６
月
17
日
に
「
学
校
現
場
に
お
け
る
業
務
の
適
正
化
に
向
け
て
（
通
知
）」
を

各
都
道
府
県
及
び
各
指
定
都
市
の
教
育
委
員
会
教
育
長
宛
に
発
出
し
て
い
る
。
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
検
討
報
告
書
を

基
に
、
と
り
わ
け
、
部
活
動
に
お
け
る
休
養
日
の
設
定
の
徹
底
を
は
じ
め
と
し
た
運
営
の
適
正
化
や
、
勤
務
時
間
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管
理
の
適
正
化
の
必
要
性
等
が
提
言
さ
れ
て
お
り
、
国
と
教
育
委
員
会
、
学
校
が
一
体
と
な
っ
て
取
組
み
を
推
進

し
て
い
く
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
教
員
の
勤
務
実
態
に
関
し
て
は
、
こ
の
段
階
に
至
る
ま
で
も
教
員
の
長
時
間

労
働
が
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
お
り
し
も
２
０
１
６
年
度
に
実
施
さ
れ
た
「
教
員
勤
務
実
態
調
査
（
平

成
28
年
度
）」
の
速
報
値
が
文
部
科
学
省
か
ら
公
表
さ
れ
る
と
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
社
会

全
体
に
、“
教
職
＝
ブ
ラ
ッ
ク
”
と
い
う
風
評
が
広
が
り
、
よ
り
一
層
若
者
の
教
職
離
れ
が
進
む
の
で
は
な
い
か

と
い
う
懸
念
が
広
が
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
教
員
の
確
保
策
の
観
点
か
ら
、“
教
職
＝
ブ
ラ
ッ
ク
”
を
払
拭
し
、

教
職
の
魅
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
な
か
、
文
部
科
学
大
臣
は
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
６
月
22
日
に
「
新
し
い
時
代
の
教
育

に
向
け
た
持
続
可
能
な
学
校
指
導
・
運
営
体
制
の
構
築
の
た
め
の
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る
総
合
的

な
方
策
に
つ
い
て
」
を
中
央
教
育
審
議
会
に
諮
問
し
、
中
央
教
育
審
議
会
は
２
０
１
９
（
平
成
31
）
年
１
月
25
日

に
答
申
し
、
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
そ
の
後
加
速
度
的
に
教
員
の
働
き
方
改
革
に
関
す
る
政
策
が
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

・「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
の
構
築
と
教
師
政
策
の
在
り
方

　

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
１
月
26
日
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
の
構
築
を
目

指
し
て
」
に
お
い
て
、
教
師
の
長
時
間
勤
務
の
課
題
、
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
に
お
け
る
倍
率
の
低
下
、

学
校
へ
配
置
す
る
教
師
の
数
に
一
時
的
な
欠
員
が
生
じ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
問
題
を
取
り
上
げ
、「
国

に
お
い
て
抜
本
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
な
く
日
本
型
学
校
教
育
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
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る
を
得
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て
、
働
き
方
改
革
の
推
進
、
教
職
の
魅
力
発
信
、
特

別
免
許
状
を
活
用
し
た
外
部
人
材
登
用
の
促
進
、
民
間
企
業
等
に
就
職
し
た
教
員
免
許
状
保
有
者
の
教
職
へ
の
再

チ
ャ
レ
ン
ジ
促
進
、
教
育
委
員
会
に
お
け
る
教
員
需
要
推
計
を
踏
ま
え
た
計
画
的
な
人
事
の
必
要
性
等
が
提
言
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
答
申
以
後
、「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
の
構
築
を
目
指
し
、
特
に
教
員
採
用
倍
率
の
低
下

や
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
へ
の
対
応
策
に
つ
い
て
多
く
言
及
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

ま
た
、
こ
の
答
申
に
お
い
て
、
義
務
教
育
９
年
間
を
見
通
し
た
教
科
担
任
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
示
さ
れ
、
小

学
校
高
学
年
か
ら
の
教
科
担
任
制
を
（
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
度
を
目
途
に
）
本
格
的
に
導
入
す
る
必
要
が
あ
る

と
し
、
養
成
段
階
に
お
い
て
は
、
小
学
校
と
中
学
校
の
教
職
課
程
そ
れ
ぞ
れ
に
開
設
を
求
め
て
い
た
授
業
科
目
を

共
通
に
開
設
で
き
る
特
例
等
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
学
生
が
小
学
校
及
び
中
学
校
教
諭
の
免
許
状
を
併
有
し
や

す
い
環
境
を
整
備
す
る
必
要
性
、
ま
た
、
現
職
教
員
に
あ
っ
て
は
、
中
学
校
教
諭
の
免
許
状
を
保
有
す
る
者
が
小

学
校
教
諭
の
免
許
状
を
取
得
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
小
学
校
で
専
科
教
員
と
し
て
勤
務
し
た
場
合
の
経
験
年
数
を

算
定
で
き
る
要
件
の
弾
力
化
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
答
申
以
後
、
こ
れ
ら
の
趣
旨
に
沿
っ
た
教
職
課
程
認

定
基
準
等
の
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

本
答
申
は
、「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
の
在
り
方
が
「
全
て
の
子
供
た
ち
の
可
能
性
を
引
き
出
す
、
個
別

最
適
な
学
び
と
、
協
働
的
な
学
び
の
実
現
」
と
定
義
さ
れ
、「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
Ｉ

Ｃ
Ｔ
環
境
の
活
用
と
、
少
人
数
に
よ
る
き
め
細
か
な
指
導
体
制
の
整
備
を
両
輪
と
し
て
進
め
、
個
別
最
適
な
学
び

と
協
働
的
な
学
び
に
よ
る
『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
を
実
現
す
る
た
め
の
、
教
職
員
の
養
成
・
採
用
・
研
修

等
の
在
り
方
」
が
今
後
更
に
検
討
を
要
す
る
事
項
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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・
多
様
な
教
師
集
団
の
形
成
と
包
括
的
な
養
成
・
採
用
・
研
修
の
在
り
方

　

文
部
科
学
大
臣
は
、
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
３
月
12
日
「『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
を
担
う
教
師
の
養

成
・
採
用
・
研
修
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
包
括
的
な
諮
問
を
行
っ
た
。
主
な
検
討
項
目
は
、
①
教
師
に
求
め

ら
れ
る
資
質
能
力
の
再
定
義
、
②
多
様
な
専
門
性
を
有
す
る
質
の
高
い
教
職
員
集
団
の
在
り
方
、
③
教
員
免
許
の

在
り
方
・
教
員
免
許
更
新
制
の
抜
本
的
な
見
直
し
、
④
教
員
養
成
大
学
・
学
部
、
教
職
大
学
院
の
機
能
強
化
・
高

度
化
、
⑤
教
師
を
支
え
る
環
境
整
備
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
中
央
教
育
審
議
会
は
、「
令
和
の
日
本
型
学

校
教
育
」
を
担
う
教
師
の
在
り
方
特
別
部
会
を
設
置
し
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
教
員
免
許
更
新
制
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
は
先
行
し
て
結
論
を
得
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
た

め
、
特
別
部
会
の
下
に
教
員
免
許
更
新
制
小
委
員
会
を
設
置
し
、
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
11
月
に
「『
令
和
の

日
本
型
学
校
教
育
』
を
担
う
新
た
な
教
師
の
学
び
の
姿
の
実
現
に
向
け
て
（
審
議
ま
と
め
）」
を
と
り
ま
と
め
た
。

こ
の
「
審
議
ま
と
め
」
を
受
け
、「
教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が

２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
５
月
に
成
立
し
、
教
員
免
許
更
新
制
の
廃
止
が
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
７
月
１
日
に

施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
普
通
免
許
状
及
び
特
別
免
許
状
の
う
ち
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
７
月
１

日
の
時
点
で
有
効
な
免
許
状
（
休
眠
状
態
の
も
の
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
同
日
以
降
、
有
効
期
間
の
定
め
の
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

残
り
の
諮
問
事
項
に
つ
い
て
は
、「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
を
担
う
教
師
の
養
成
・
採
用
・
研
修
の
在
り

方
の
全
体
像
を
一
体
と
し
て
示
す
も
の
と
し
て
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
12
月
19
日
に
答
申
さ
れ
て
い
る
。
同

答
申
は
、
総
論
に
示
す
三
つ
の
方
向
性
（「
新
た
な
教
師
の
学
び
の
姿
」
の
実
現
、
多
様
な
専
門
性
を
有
す
る
質
の
高
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い
教
職
員
集
団
の
形
成
、
教
職
志
望
者
の
多
様
性
等
を
踏
ま
え
た
育
成
・
安
定
的
確
保
）
を
基
に
、
各
論
部
分
に
お
い

て
よ
り
具
体
的
な
方
策
が
提
言
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
特
に
教
員
の
確
保
策
に
関
す
る
提
言
、
と
り
わ
け
教
員

免
許
制
度
改
革
や
教
員
採
用
選
考
試
験
改
革
に
係
る
事
柄
を
中
心
に
整
理
し
て
い
く
。

　
「
多
様
な
専
門
性
を
有
す
る
質
の
高
い
教
職
員
集
団
の
形
成
」
の
観
点
か
ら
は
、
①
教
職
員
集
団
の
多
様
化
、

②
多
様
化
し
た
教
職
員
集
団
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
③
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進
が
挙
げ
ら
れ
、
特
に
働

き
方
改
革
の
推
進
に
つ
い
て
は
、「
教
師
が
魅
力
あ
る
仕
事
と
し
て
教
職
志
願
者
に
再
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、

教
師
が
自
信
と
誇
り
を
持
っ
て
『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
を
担
う
た
め
に
は
、
教
師
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い

こ
と
に
全
力
投
球
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」
と
総
論
の
中
で
言
及
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の

働
き
方
改
革
に
関
す
る
施
策
等
も
踏
ま
え
、
国
と
し
て
引
き
続
き
推
進
す
べ
き
重
要
な
事
項
と
し
て
捉
え
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
教
職
志
望
者
の
多
様
性
等
を
踏
ま
え
た
育
成
・
安
定
的
確
保
」
の
観
点
か
ら
、「
多

様
な
教
職
志
望
者
へ
対
応
す
る
た
め
、
教
職
課
程
の
柔
軟
性
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
」、「
産
休
・
育
休
取
得
者
の

増
加
、
定
年
延
長
な
ど
、
教
師
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
変
化
も
見
越
し
、
採
用
や
配
置
等
に
お
け
る
工
夫
が
必
要
」

と
総
論
で
指
摘
し
、
よ
り
具
体
的
な
対
応
策
は
、
各
論
部
分
で
改
革
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

教
職
課
程
の
柔
軟
性
を
高
め
る
措
置
と
し
て
、
養
成
段
階
に
お
い
て
は
、
①
四
年
制
大
学
に
お
い
て
小
学
校
教

諭
二
種
免
許
の
取
得
（
最
短
２
年
間
で
必
要
資
格
を
得
ら
れ
る
。）
が
可
能
と
な
る
特
例
的
な
開
設
を
可
能
に
す
る
こ

と
、
②
小
学
校
の
専
科
指
導
優
先
実
施
教
科
に
相
当
す
る
中
学
校
教
員
養
成
課
程
を
開
設
す
る
学
科
に
お
い
て
小

学
校
教
員
養
成
課
程
の
設
置
を
可
能
と
す
る
な
ど
、
小
学
校
教
員
養
成
課
程
に
係
る
教
職
課
程
認
定
基
準
に
規
定

さ
れ
る
基
本
的
な
原
則
（
小
学
校
教
諭
の
教
職
課
程
は
、
教
員
養
成
を
主
た
る
目
的
と
す
る
学
科
等
で
な
け
れ
ば
認
定
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を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。）
を
特
例
と
は
い
え
認
め
る
な
ど
、
複
数
校
種
免
許
取
得
を
促
進
す
る
た
め
特
に
小

学
校
教
諭
免
許
取
得
者
の
増
加
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
教
員
資
格
認
定
試
験
の
活
用
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
希
少
教
科
の
免
許
取
得
や
中
学
校
等
免
許
保
有
者
の
小
学
校
試
験
の
一
部
免
除
な
ど
の
拡
充
方
策
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
普
通
免
許
状
発
行
数
の
増
加
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
教
員
免
許
に
関
連
し
て

い
え
ば
、
教
職
課
程
を
経
て
い
な
い
多
様
な
専
門
性
や
背
景
を
持
つ
人
材
を
、
よ
り
教
職
へ
取
り
込
む
た
め
に
、

特
別
免
許
状
に
関
す
る
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
策
は
、
す
で
に
制
度
改
正

済
み
と
な
っ
て
い
る
「
教
職
課
程
に
お
け
る
義
務
教
育
特
例
の
新
設
」、「
他
校
種
の
免
許
状
を
取
得
す
る
際
に
必

要
な
最
低
勤
務
年
数
の
参
入
対
象
の
拡
大
」
を
含
め
、
一
義
的
に
は
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
円
滑
な
接
続
や
小

学
校
高
学
年
の
教
科
担
任
制
の
導
入
の
た
め
の
対
応
と
さ
れ
る
が
、
普
通
免
許
状
等
の
発
行
促
進
を
図
り
な
が
ら
、

教
員
採
用
試
験
倍
率
の
向
上
や
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
ー
ル
人
材
」
の
確
保
を
意
図
し
た
施
策
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

養
成
段
階
に
つ
い
て
あ
え
て
付
言
す
る
と
、
学
部
・
教
職
大
学
院
と
の
連
携
・
接
続
の
強
化
・
実
質
化
と
し
て
、

教
職
大
学
院
進
学
希
望
者
対
象
コ
ー
ス
を
設
け
、
先
取
り
履
修
を
踏
ま
え
た
教
職
大
学
院
の
在
学
年
限
短
縮
の
検

討
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
当
該
コ
ー
ス
を
経
た
学
部
新
卒
院
生
が
学
部
入
学
か
ら
５
年
間
で
専
修
免
許
状
取
得
が

可
能
と
な
る
よ
う
な
制
度
設
計
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
大
学
院
設
置
基
準
や
専
修
免
許
状
の
在
り

方
に
関
わ
る
重
大
な
事
柄
で
あ
り
、
ま
た
、
昨
今
の
教
員
免
許
状
に
関
す
る
改
革
動
向
は
総
じ
て
教
員
免
許
状
の

在
り
方
や
初
任
教
員
の
質
の
担
保
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
国
及
び
教
員
養
成
機
関
等
に

お
い
て
量
的
な
問
題
と
質
の
担
保
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
今
後
も
十
分
な
議
論
や
研
究
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
教
員
採
用
等
の
在
り
方
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
昨
今
の
民
間
企
業
等
の
就
職
活
動
の
早
期
化
も
あ
り
、
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国
家
公
務
員
総
合
職
春
試
験
の
実
施
時
期
の
前
倒
し
が
検
討
さ
れ
る
中
、
教
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
時
期
に
つ

い
て
も
早
期
化
・
複
線
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
の
強
み
や
専
門
性
を
有

す
る
者
に
対
す
る
特
別
採
用
選
考
試
験
等
の
実
施
、
特
別
免
許
状
を
活
用
し
た
特
別
採
用
選
考
試
験
の
実
施
促
進

な
ど
も
提
言
さ
れ
て
お
り
、
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
し
て
い
く
中
に
あ
っ
て
、
優
れ
た
人
材
を
教
職
と
し
て
確
保

す
る
た
め
に
、
任
命
権
者
で
あ
る
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
教
育
委
員
会
は
、
教
員
採
用
の
在
り
方
の
見
直
し
に

つ
い
て
早
急
に
検
討
・
実
施
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

�

〔
清
水
研
司
〕

２

文
部
科
学
省
の
調
査
に
み
る
「
教
師
不
足
」
の
状
況

「
教
師
不
足
」
に
関
す
る
実
態
調
査

　

文
部
科
学
省
で
は
、「
教
師
不
足
」
に
関
す
る
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
２
０
２
１
年
度
に
初
め
て

全
国
規
模
で
の
調
査
を
実
施
し
た
（
２
０
２
２
年
１
月
調
査
結
果
公
表
）。
調
査
は
、
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市

教
育
委
員
会
及
び
大
阪
府
豊
能
地
区
教
職
員
人
事
協
議
会（

１
） （

計
68
）
を
対
象
に
、
２
０
２
１
年
度
始
業
日
時
点
及

び
２
０
２
１
年
５
月
１
日
時
点
の
公
立
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
（
そ
れ
ぞ
れ
義
務
教
育
学
校
及
び
中
等
教
育

学
校
の
相
当
す
る
課
程
を
含
む
）
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
員
（
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

教
諭
、
助
教
諭
、
講
師
を
対
象
と
し
、
正
規
教
員
、
臨
時
的
任
用
教
員
、
非
常
勤
講
師
、
再
任
用
教
員
を
す
べ
て
含
む
）

の
状
況
を
聞
い
て
い
る
。
な
お
、
本
調
査
に
お
け
る
「
教
師
不
足
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、「
臨
時
的
任
用
教
員
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等
の
講
師
の
確
保
が
で
き
ず
、
実
際
に
学
校
に
配
置
さ
れ
て
い
る
教
師
の
数
が
、
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
等
の

教
育
委
員
会
に
お
い
て
学
校
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
教
師
の
数
（
配
当
数
）
を
満
た
し
て
お
ら
ず
欠
員
が

生
じ
る
状
態
を
指
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
調
査
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
状
況
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た

点
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
き
た
い
。

「
教
師
不
足
」
の
状
況

　

は
じ
め
に
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
状
況
を
中
心
に
調
査
の
結
果
を
見
て
い
く
。
ま
ず
、
２
０
２
１
年
度
始
業

日
（
４
月
）
時
点
で
、
全
国
の
小
・
中
学
校
で
合
計
２
０
８
６
人
、
５
月
時
点
で
は
１
７
０
１
人
の
「
教
師
不

足
」
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
学
校
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
教
師
の
数
（
学

校
に
配
当
さ
れ
て
い
る
定
数
）
に
対
し
て
、
始
業
日
時
点
で
０
・
35
％
、
５
月
時
点
で
０
・
28
％
の
不
足
と
な
っ

て
い
る
。
始
業
日
時
点
か
ら
５
月
時
点
で
、
若
干
（
０
・
７
％
）
の
改
善
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
年
度
開
始

後
も
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市
等
に
お
い
て
、
臨
時
的
任
用
教
員
や
非
常
勤
講
師
の
登
用
な
ど
の
人
材
確
保
の
取

組
み
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

ま
た
、
一
見
す
る
と
、
０
・
35
％
、
０
・
28
％
と
い
う
数
字
か
ら
は
、
ご
く
わ
ず
か
な
範
囲
で
し
か
「
教
師
不

足
」
が
起
こ
っ
て
い
な
い
と
い
う
見
方
も
さ
れ
よ
う
が
、
教
師
不
足
が
発
生
し
て
い
る
学
校
数
と
そ
の
割
合
で
み

る
と
、
小
・
中
学
校
合
計
で
１
５
８
６
校
／
５
・
６
％
（
始
業
日
時
点
）、
１
３
５
０
校
／
４
・
８
％
（
５
月
時
点
）

と
な
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
は
お
よ
そ
20
校
に
１
校
が
教
師
不
足
の
状
態
に
あ
り
、
そ
の
割
合
は
決
し
て
低
く
な
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い
と
い
え
る
。
特
に
中
学
校
で

は
、
始
業
日
時
点
で
７
・
０
％
、

５
月
時
点
で
６
・
０
％
と
、
小

学
校
に
比
べ
、
高
い
数
値
を
示

し
て
い
る
（
表
１

－

１
、
１

－

２
）。

　

な
お
、
不
足
数
算
出
の
基
と

な
る
「
学
校
に
配
当
さ
れ
て
い

る
定
数
」
は
、
義
務
標
準
法

（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級

編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準

に
関
す
る
法
律
）
に
基
づ
き
算

定
さ
れ
る
教
職
員
定
数
で
は
な

く
、
各
都
道
府
県
・
指
定
都
市

等
の
教
育
委
員
会
に
お
い
て
学

校
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
教
師
の
数
と
さ
れ
て
い
る
。

（
た
だ
し
、
域
内
の
指
定
都
市
を

表1－1　「教師不足の状況」（2021年度始業日時点）

学校種 不足数
（人）

不足率
（％）

教師不足が生じ
ている学校数

割合
（％）

小学校 1,218 0.32 937 4.9
中学校 868 0.40 649 7.0
　　小中学校計 2,086 0.35 1,586 5.6
高等学校 217 0.14 169 4.8
特別支援学校 255 0.32 142 13.1
　　　　　合計 2,558 0.31 1,897 5.8

（出典）文部科学省「『教師不足』に関する実態調査」（2021年実施）より作成。

表1－2　「教師不足の状況」（2021年5月1日時点）

学校種 不足数
（人）

不足率
（％）

教師不足が生じ
ている学校数

割合
（％）

小学校 979 0.26 794 4.2
中学校 722 0.33 556 6.0
　　小中学校計 1,701 0.28 1,350 4.8
高等学校 159 0.10 121 3.5
特別支援学校 205 0.26 120 11.0
　　　　　合計 2,065 0.25 1,591 4.8

（出典）表1－1に同じ。
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除
く
市
区
町
村
教
育
委
員
会
で
独
自
に
置
く
定
数
は
含
ま
な
い
。）
こ
の
た
め
、
義
務
標
準
法
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る

小
・
中
学
校
の
教
職
員
定
数
に
対
す
る
充
足
率
は
１
０
１
・
８
％
と
な
っ
て
い
る
。

地
域
別
の
状
況

　

こ
こ
ま
で
全
国
的
な
状
況
を
見
て
き
た
が
、
次
に
地
域
別
の
状
況
を
確
認
す
る
。
ま
ず
は
、
小
学
校
（
２
０
２

１
年
５
月
１
日
時
点
）
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
概
観
す
る
。

　

不
足
の
状
況
に
つ
い
て
、
山
形
県
、
群
馬
県
、
東
京
都
、
新
潟
県
、
和
歌
山
県
、
山
口
県
、
さ
い
た
ま
市
、
千

葉
市
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
、
福
岡
市
で
は
不
足
数
が
「
０
」
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
福
島
県
（
０
・
85
％
）、

鳥
取
県
（
０
・
81
％
）、
島
根
県
（
１
・
46
％
）、
熊
本
県
（
０
・
88
％
）
に
お
い
て
は
０
・
８
％
を
超
え
る
不
足
率

で
あ
っ
た
。
学
校
数
で
は
、
熊
本
県
（
14
・
５
％
）
を
は
じ
め
、
八
つ
の
地
域
で
10
％
を
超
え
る
教
師
不
足
の
学

校
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
実
態
が
確
認
さ
れ
た
。
以
上
よ
り
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
等
に
よ
っ
て
数
値
に
ば
ら

つ
き
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

次
に
中
学
校
（
２
０
２
１
年
５
月
１
日
時
点
）
の
デ
ー
タ
を
確
認
す
る
。
秋
田
県
、
山
形
県
、
東
京
都
、
新
潟
県
、

山
梨
県
、
和
歌
山
県
、
高
知
県
、
千
葉
市
、
静
岡
市
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
、
神
戸
市
、
北
九
州
市
で
不
足
数
が

「
０
」
で
あ
る
一
方
、
茨
城
県
（
１
・
00
％
）、
福
岡
県
（
１
・
08
％
）、
長
崎
県
（
１
・
25
％
）、
熊
本
県
（
１
・
77

％
）
で
は
１
％
以
上
の
教
師
が
不
足
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
学
校
数
の
割
合
で
見
る
と
、
茨
城
県
（
24
・
０
％
）、

福
岡
県
（
20
・
０
％
）、
長
崎
県
（
22
・
６
％
）、
熊
本
県
（
23
・
１
％
）、
福
岡
市
（
21
・
７
％
）、
豊
能
地
区

（
21
・
２
％
）
に
お
い
て
、
20
％
を
超
え
る
教
師
不
足
の
学
校
が
あ
る
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
以
上
よ
り
、
小
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学
校
と
同
じ
く
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
等
に
よ
っ
て
数
値
に

ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
小
学
校
に
比
べ
て
教
師
不
足
が
顕
著
な

状
況
と
い
え
る
地
域
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。

　

表
１

－

３
は
以
上
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
見
る
と
、
各
地
域
の
教
師
の
不
足
の
状
況
の
パ
タ
ー
ン
は
多

様
で
あ
る
。
小
中
学
校
と
も
に
教
師
不
足
が
生
じ
て
い
な
い
地

域
（
山
形
県
、
東
京
都
な
ど
）、
中
学
校
に
比
較
し
て
小
学
校
に

教
師
不
足
の
状
況
が
目
立
つ
地
域
（
比
較
的
少
な
い
が
、
例
え

ば
島
根
県
）、
小
学
校
に
比
較
し
て
中
学
校
の
教
師
不
足
が
顕

著
な
地
域
（
例
え
ば
福
岡
市
）、
小
中
学
校
と
も
に
全
国
平
均
に

比
べ
教
師
不
足
の
状
況
を
示
す
数
値
が
高
い
地
域
（
例
え
ば
熊

本
県
）
が
観
察
さ
れ
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
等
に
よ
っ
て
、

異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

「
教
師
不
足
」
の
要
因

　
「
教
師
不
足
」
に
関
す
る
実
態
調
査
で
は
、「
教
師
不
足
」
の

発
生
要
因
と
し
て
各
教
育
委
員
会
が
認
識
し
て
い
る
事
項
に
つ

い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
の
公

表1－3　地域・パターン別の「教師不足」の状況（2021年5月1日時点）

地域 学校種 不足数
（人）

不足率
（％）

教師不足が生じ
ている学校数

割合
（％）

山形県
東京都
など

小学校 0 0.00 0 0.0

中学校 0 0.00 0 0.0

島根県
小学校 42 1.46 13 6.5
中学校 12 0.70 4 4.3

福岡市
小学校 0 0.00 0 0.0
中学校 19 0.81 69 21.7

熊本県
小学校 36 0.88 35 14.5
中学校 42 1.77 28 23.1

（出典）表1－1に同じ。
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表
資
料
は
、
発
生
要
因
に
つ
い
て
、
回
答
項
目

（
選
択
肢
）
の
中
か
ら
、「
①
見
込
み
数
以
上
の
必

要
教
師
数
の
増
加
」
と
「
②
臨
時
的
任
用
教
員
の

な
り
手
不
足
」
の
二
つ
の
観
点
に
分
け
て
分
析
を

行
っ
て
い
る
（
年
度
当
初
の
「
教
師
不
足
」
が
発
生

し
て
い
な
い
一
部
の
自
治
体
を
除
き
、
66
の
自
治
体

か
ら
回
答
を
得
て
い
る
）。

・�「
見
込
み
数
以
上
の
必
要
教
師
数
の
増
加
」
に

つ
い
て

　
「
①
見
込
み
数
以
上
の
必
要
教
師
数
の
増
加
」

の
観
点
か
ら
は
、
①
産
休
・
育
休
取
得
者
数
、
②

特
別
支
援
学
級
数
、
③
病
休
者
数
が
そ
れ
ぞ
れ
見

込
み
よ
り
増
加
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も

７
割
を
超
え
る
自
治
体
が
「
よ
く
あ
て
は
ま
る
」

ま
た
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ
て
は
ま
る
」
と

回
答
し
て
お
り
、「
教
師
不
足
」
の
要
因
と
し
て

特
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
近
年
、
公
立

図1－1　「教師不足」の要因①
（注）図中の数値は自治体数
（出典）�文部科学省「『教師不足』に関する実態調査」（教育委員会に対する教師の確保状況に関す

るアンケート結果）（2021年実施）より作成。
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どちらかといえばあてはまらない あてはまらない
わからない
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学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
の
競
争
率
低
下
が
社
会
的
な
関
心
を
呼
び
、「
教
師
不
足
」
と
直
接
的
に
結
び
付
け
て

考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、「
採
用
倍
率
の
低
下
に
よ
り
採
用
予
定
人
数
を
確
保
で
き
ず
、
必
要
な
臨
時
的
任

用
教
員
等
が
見
込
み
よ
り
増
加
」
に
「
よ
く
あ
て
は
ま
る
」
と
答
え
た
自
治
体
数
は
１
（
１
・
５
％
）、「
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
あ
て
は
ま
る
」
を
合
わ
せ
て
も
14
（
21
・
２
％
）
に
と
ど
ま
り
、
各
自
治
体
で
は
「
教
師
不
足
」
の

要
因
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
（
図
１

－

１
）。
次
に
記
す
よ
う
に
、
教
員
採
用
選
考
試
験
と

の
関
連
で
は
、「
試
験
に
不
合
格
だ
っ
た
人
が
講
師
登
録
を
し
て
、
講
師
（
臨
時
的
任
用
教
員
等
）
を
続
け
な
が
ら
、

採
用
試
験
に
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
」
と
い
う
流
れ
が
、
倍
率
低
下
に
伴
い
不
合
格
者
数
が
減
る
た
め
、
講
師
登
録

者
数
も
減
る
こ
と
で
遮
ら
れ
た
と
い
う
一
連
の
文
脈
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

・「
臨
時
的
任
用
教
員
の
な
り
手
不
足
」
に
つ
い
て

　
「
②
臨
時
的
任
用
教
員
の
な
り
手
不
足
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
講
師
登
録
名
簿
登
載
希
望
者
数
の
減

少
」
と
「
採
用
試
験
に
合
格
し
正
規
教
員
に
採
用
さ
れ
た
臨
時
的
任
用
教
員
等
の
増
加
に
よ
る
講
師
名
簿
登
録
者

の
減
少
」
の
項
目
に
、「
あ
て
は
ま
る
」
ま
た
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ
て
は
ま
る
」
と
の
回
答
が
、
い
ず
れ

も
９
割
を
超
え
て
い
る
。
講
師
登
録
者
数
の
減
少
に
よ
り
、
突
発
的
あ
る
い
は
想
定
を
超
え
て
発
生
す
る
産
休
・

育
休
取
得
者
や
病
休
者
の
代
替
と
な
る
臨
時
的
任
用
教
員
、
非
常
勤
講
師
等
の
採
用
や
、
特
別
支
援
学
級
の
増
加

に
対
応
し
た
教
員
の
配
置
を
即
時
に
機
動
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
一
時
的
な
欠
員
状
態
に
陥
る
と
い
う
構
図

が
見
え
て
く
る
。

　

一
方
で
、「
教
師
の
勤
務
環
境
に
対
す
る
風
評
に
よ
る
忌
避
」
と
の
項
目
に
対
し
て
は
、「
よ
く
あ
て
は
ま
る
」
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と
答
え
た
自
治
体
数
は
１
（
１
・
５
％
）、「
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
あ
て
は
ま
る
」
を
合
わ
せ
て
も
16

（
24
・
２
％
）
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
教
育
委
員

会
レ
ベ
ル
で
の
認
識
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ

ク
」
な
職
場
環
境
と
い
う
風
評
と
「
教
師
不
足
」

の
問
題
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
伺
え

る
（
図
１

－

２
）。

調
査
分
析
上
の
課
題

　
「
教
師
不
足
」
に
関
す
る
実
態
調
査
は
、
初
め

て
全
国
的
な
「
教
師
不
足
」
の
実
態
を
悉
皆
的
に

明
ら
か
に
し
た
点
で
社
会
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
も
大

き
く
、
意
義
深
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
後
、
さ

ら
に
実
態
の
解
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
課
題
も
あ

り
、
こ
こ
で
は
２
点
、
言
及
し
た
い
。

　

一
つ
に
は
、「
教
師
不
足
」
の
要
因
と
し
て
、

講
師
名
簿
登
録
者
の
減
少
と
い
う
こ
と
が
各
所
で

指
摘
さ
れ
、
教
育
委
員
会
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

（注）図中の数値は自治体数。
（出典）図1－1に同じ。

図1－2　「教師不足」の要因②
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で
も
採
用
者
側
の
認
識
と
し
て
裏
付
け
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
な
講
師
登
録
者
数
の
デ
ー
タ
が
示
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
教
師
不
足
が
顕
著
な
状
況
と
い
え
る
地
域
（
小
学
校
、
５
月
１
日
時
点
）

と
し
て
例
示
し
た
福
島
県
や
島
根
県
は
、
令
和
４
年
度
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
（
小
学
校
）
の
競
争
率
（
採

用
倍
率
）
も
そ
れ
ぞ
れ
１
・
６
倍
、
１
・
８
倍
と
全
国
平
均
（
２
・
５
倍
）
を
大
き
く
下
回
る
数
と
な
っ
て
お
り（

２
）、

採
用
選
考
試
験
の
競
争
率
低
下
、
講
師
登
録
者
数
減
少
と
、「
教
師
不
足
」
の
顕
在
化
に
関
連
が
あ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
。「
講
師
登
録
者
数
」
の
具
体
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
き
実
証
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
年
度
途
中
・
年
度
後
半
の
不
足
状
況
の
把
握
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
産
休
・
育
休

や
病
気
休
職
、
離
職
（
退
職
）
な
ど
は
、
年
度
途
中
で
も
起
き
る
が
、
年
度
途
中
か
ら
の
代
替
教
員
の
確
保
は
、

名
簿
登
録
者
の
多
く
が
既
に
他
の
職
に
就
い
て
い
る
な
ど
の
事
情
か
ら
一
層
困
難
と
見
ら
れ
、「
教
師
不
足
」
問

題
は
、「
年
度
後
半
の
ほ
う
が
深
刻
化
す
る
傾
向
も
あ
る
」
と
の
認
識
が
衆
議
院
予
算
委
員
会
（
２
０
２
３
年
２
月

６
日
）
で
文
部
科
学
大
臣
か
ら
示
さ
れ
て
お
り（

３
） 

、
今
後
の
実
態
解
明
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�

〔
岩
澤
大
介
〕

【
注
】

（
１
）
大
阪
府
豊
能
地
区
の
３
市
２
町
（
豊
中
市
、
池
田
市
、
箕
面
市
、
豊
能
町
、
能
勢
町
）
が
２
０
１
２
年
４
月
に
大
阪
府
か

ら
教
職
員
の
人
事
権
の
移
譲
を
受
け
て
発
足
し
た
組
織
。

（
２
）
文
部
科
学
省
「
令
和
４
年
度
（
令
和
３
年
度
実
施
）
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」（
２
０
２
２

年
９
月
９
日
公
表
）。

（
３
）「
教
員
不
足
『
年
度
後
半
に
深
刻
化
す
る
傾
向
』 

永
岡
文
科
相
」（
教
育
新
聞
、
２
０
２
３
年
２
月
６
日
）。
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は
じ
め
に

 　

日
本
の
首
都
・
東
京
に
は
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
度
で
み
る
と
、
２
１
３
６
校
の
公
立
学
校
が
存
在
し
、

そ
こ
で
97
万
９
７
８
６
人
の
児
童
・
生
徒
が
学
び
、
６
万
６
４
９
７
人
の
教
員
が
学
習
指
導
と
生
活
指
導
を
担
っ

て
い
る
（
表
２

－

１
）。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
学
校
教
育
を
可
能
と
す
る
新
規
の
教
員
採
用
が
毎
年
度
必
要
と
さ
れ
、

年
度
ご
と
に
多
少
の
差
異
は
あ
る
が
、
そ
の
数
は
お
よ
そ
３
５
０
０
人
前
後
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考
の
採
用
数
や
採
用
倍
率
の
状
況
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た

め
の
東
京
都
教
育
庁
（
東
京
都
教
育
委
員
会
）
の
採
用
選
考
受
験
者
数
増
加
に
向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

１

東
京
都
教
育
委
員
会
の
取
組
み

奥
住
秀
之
・
鈴
木
　
聡

都
道
府
県
教
育
委
員
会
の
事
例

第2章
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さ
ら
に
、
全
国
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
大
学
３
年
次
前
倒
し
段
階
で

の
採
用
選
考
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
。

東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考
の
採
用
倍
率
の
経
年
変
化
と

東
京
都
教
育
委
員
会
の
施
策

　

東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考
に
つ
い
て
整
理
す
る
前
に
、

東
京
都
が
求
め
る
教
師
像
を
確
認
し
て
お
く
。
２
０
２
３
（
令
和
５
）

年
２
月
16
日
発
表
の
改
訂
「
東
京
都
公
立
学
校
の
校
長
・
副
校
長
及
び

教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
」
に
、
東
京
都
の
教
育
に

求
め
ら
れ
る
教
師
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。
教
育
に
対
す
る
熱
意
と
使
命

感
を
持
つ
教
師
、
豊
か
な
人
間
性
と
思
い
や
り
の
あ
る
教
師
、
子
供
の

よ
さ
や
可
能
性
を
引
き
出
し
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
教
師
、
組
織
人
と

し
て
積
極
的
に
協
働
し
互
い
に
高
め
合
う
教
師
、
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
度
か
ら
２
０
２
３

（
令
和
５
）
年
度
に
お
け
る
東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考

に
お
け
る
受
験
者
数
、
名
簿
登
載
者
数
、
受
験
倍
率
を
確
認
す
る
（
表

２

－

２
）。
年
度
に
よ
り
多
少
の
増
減
は
あ
る
も
の
の
、「
は
じ
め
に
」

で
述
べ
た
通
り
、
名
簿
登
載
者
数
は
ど
の
年
度
も
お
お
よ
そ
３
５
０
０

表2－1　2022（令和4）年度の東京都公立学校数，児童・生徒数，教員数

種　別 学校数 児童・生徒数 教員数
小学校 1,266 595,096 34,346
中学校（通信制 1 校含む） 607 231,123 15,686
義務教育学校 8 8,200 503
高等学校（通信制 3 校含む） 186 126,267 9,450
中等教育学校 6 5,612 445
特別支援学校 63 13,488 6,067
合　計 2,136 979,786 66,497

（出典）東京都教育委員会「令和 4 年度公立学校統計調査報告書」をもとに筆者作成。
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人
前
後
で
あ
る
。
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
の
採
用
見
込
み
は
３
４
８
０
名

で
あ
り
、
こ
こ
数
年
と
変
わ
り
は
な
い
。
一
方
で
、
受
験
者
数
は
右
肩
下
が
り

に
減
少
し
、
結
果
的
に
受
験
倍
率
は
低
下
傾
向
に
あ
る
。
小
学
校
、
中
学
校
・

高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校
と
い
う
校
種
別
に
見
て
も
、
こ
の
傾
向
は
変
わ
ら

な
い
。

　

こ
う
し
た
受
験
倍
率
の
低
下
に
鑑
み
、
東
京
都
教
育
委
員
会
は
受
験
者
拡
大

を
目
指
す
独
自
の
取
組
み
を
行
い
、
教
員
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

全
国
の
大
学
を
訪
問
し
て
都
の
教
職
の
魅
力
を
伝
え
る
「
大
学
説
明
会
」、
校

種
別
や
民
間
企
業
か
ら
の
転
職
者
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
受
験
者
の
ニ
ー
ズ
に
沿

っ
た
テ
ー
マ
で
現
職
教
員
が
体
験
談
等
を
伝
え
る
「
テ
ー
マ
別
説
明
会
」、
登

録
者
の
属
性
に
合
わ
せ
て
各
種
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を
発
信
す
る
「
マ
イ
ペ
ー

ジ
登
録
」
な
ど
で
あ
る
。
数
あ
る
取
組
み
の
な
か
で
も
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）

年
10
月
22
日
に
初
め
て
開
催
さ
れ
た
「
東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
セ
ミ
ナ
ー

２
０
２
２　

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
教
育
Ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
！
」
に
こ
こ
で
は
注
目
し
た
い
。

　

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
東
京
都
の
教
員
と
し
て
働
く
魅
力
を
発
信
し
、
教
員
希

望
者
の
不
安
や
疑
問
に
回
答
す
る
も
の
で
、、
七
つ
の
エ
リ
ア
（
ブ
ー
ス
）
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
講
演
で
理
解
す
る
、
現
職
の
先
生
と
語
る
、

校
種
・
職
種
を
理
解
す
る
（
校
種
・
職
種
別
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー
、
最
先
端
の
授
業
体
験
、

表2－2　ここ6年間の受験者数，名簿登載者数，及び受験倍率

採用年度区分 平成30年度 平成31年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度
受験者数［A］ 13,335 11,365 10,378 9,265 8,607 7,911
名簿登載者数

［B］ 3,027 3,917 3,418 3,402 2,650 3,841

受験倍率
［A÷B］ 4.4 2.9 3.0 2.7 3.2 2.1

（出典）�東京都教育委員会「令和 4 年度東京都公立学校教員採用候補者選考（ 5 年度採用）の結果
について」より作成。
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都
立
学
校
紹
介
）、
働
き
方
改
革
の
今
を
知
る
（
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ス
マ
ー
ト
・
ス
ク
ー
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
全
国
初
！
学

校
を
支
援
す
る
る
Ｔ
Ｅ
Ｐ
Ｒ
Ｏ
（
テ
ィ
ー
プ
ロ
）
の
取
組
、
働
き
方
改
革
進
行
中
！
）、
勤
務
条
件
を
知
る
（
給
与
や
休
暇
、

福
利
厚
生
制
度
紹
介
）、
研
修
を
知
る
（
研
修
体
験
コ
ー
ナ
ー
、
教
員
の
１
年
目
を
知
ろ
う
！
）、
社
会
人
向
け
エ
リ
ア

（
転
職
者
向
け
個
別
相
談
、
臨
時
的
任
用
教
員
・
時
間
講
師
案
内
）
で
あ
る
。

　

東
京
都
教
育
委
員
会
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト（

１
）に

セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
の
声
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
気
に
な
っ
て
い
た

事
や
、
現
在
の
教
育
現
場
の
事
が
分
か
っ
て
と
て
も
有
意
義
で
し
た
。
不
安
の
解
消
に
繋
が
り
ま
し
た
。」「
現
場

で
働
く
先
生
方
の
お
話
を
直
接
聞
け
る
な
ど
、
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。」「
教

員
が
働
き
や
す
い
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
だ
と
実
感
で
き
ま
し
た
。」「
東
京
都
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る

研
修
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
研
修
制
度
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か

り
ま
し
た
。」「
給
与
や
休
暇
な
ど
の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
も
詳
し
く
聞
く
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
参
考
に
な
り
ま

し
た
。」
な
ど
、
参
加
者
に
と
っ
て
、
東
京
都
の
教
員
と
し
て
働
く
動
機
づ
け
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

令
和
５
年
度
の
東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考
（
令
和
６
年
度
採
用
） の
選
考
方
法

　

２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
１
月
20
日
、
東
京
都
教
育
委
員
会
は
、
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
採
用
者
の
新
し

い
選
考
方
法
に
つ
い
て
発
表
し
、
同
年
３
月
24
日
に
、「
令
和
５
年
度
東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考

（
６
年
度
採
用
）
実
施
要
綱
」
を
公
表
し
た
。

　

こ
こ
に
は
６
点
の
主
な
改
正
点
が
あ
る
。
①
大
学
３
年
生
前
倒
し
選
考
で
、
大
学
３
年
次
等
に
前
倒
し
し
て
一

次
選
考
の
教
職
教
養
と
専
門
教
養
を
受
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
②
東
京
都
公
立
学
校
正
規
教
員
経
験
者
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の
カ
ム
バ
ッ
ク
採
用
で
、
過
去
に
東
京
都
公
立
学
校
の
正
規
任
用
教
員
と
し
て

３
年
以
上
の
勤
務
経
験
が
あ
り
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
者
を
対
象
に
第
一

次
選
考
を
免
除
す
る
カ
ム
バ
ッ
ク
採
用
を
新
設
し
た
こ
と
、
③
社
会
人
特
例
選

考
に
お
け
る
年
齢
要
件
の
緩
和
で
、
年
齢
要
件
を
40
歳
以
上
か
ら
25
歳
以
上
に

引
き
下
げ
、
社
会
人
特
例
選
考
受
験
者
の
み
が
希
望
で
き
る
免
許
取
得
期
間
猶

予
の
対
象
者
を
拡
大
し
た
こ
と
、
④
併
願
の
拡
大
で
、
一
般
選
考
申
込
者
で
希

望
す
る
者
の
う
ち
、
各
校
種
・
教
科
か
ら
特
別
支
援
学
校
へ
の
併
願
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
⑤
受
験
者
の
負
担
軽
減
で
、
集
団
面
接
を
廃
止
す
る
と

と
も
に
、
実
技
試
験
の
内
容
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
、
⑥
第
一
次
選
考
に
お
け
る

地
方
会
場
が
変
更
さ
れ
、
従
来
の
宮
城
、
大
阪
に
加
え
、
広
島
会
場
が
新
設
さ

れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
中
で
も
、
特
に
、
①
一
次
選
考
の
教
職
教
養
と
専
門
教
養
の
一
年

前
倒
し
は
画
期
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
学
３
年
次
等
に
、
前
倒
し
し
て
一
次

選
考
の
教
職
教
養
と
専
門
教
養
を
受
験
で
き
、
一
定
以
上
の
点
数
を
取
っ
た
者

は
「
選
考
通
過
者
」
と
し
て
翌
年
度
論
文
選
考
を
受
験
し
、
そ
の
合
格
者
に
つ

い
て
二
次
選
考
を
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
図
２

－

１
）。
こ
れ
が
画
期

的
で
あ
る
理
由
と
し
て
は
、
教
員
選
考
は
た
い
て
い
の
場
合
は
民
間
企
業
の
採

用
選
考
よ
り
も
時
間
的
に
遅
れ
て
進
む
傾
向
に
あ
り
、
早
い
段
階
で
就
職
先
を

（出典）�東京都教育委員会「令和 5 年度東京都公立学校教員採用候補者選考（6年度採用）実施要
綱」より。

図2－1　大学3年次前倒し選考のスケジュールの例

【３年次】 【４年次】
一次選考 二次選考 一次選考 二次選考教職教養 専門教養 論文 教職教養 専門教養 論文

〇 〇 〇 〇

一次選考 二次選考教職教養 専門教養 論文
〇 〇 〇 〇

選考通過

不合格
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決
め
て
安
心
し
た
い
学
生
が
そ
の
遅
さ
を
理
由
に
教
員
選
考
を
敬
遠
し
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
加

え
て
、
４
年
生
は
教
育
実
習
や
卒
業
論
文
作
成
な
ど
で
多
忙
と
な
り
、
一
次
選
考
の
準
備
に
時
間
を
か
け
る
余
裕

が
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
採
用
選
考
の
一
部
で
も
一
年
前
倒
し
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
課
題
を
一
定
程
度
は
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
東
京
都
の
こ
の
発
表
後
、
福

井
県
な
ど
い
く
つ
か
の
自
治
体
で
、
採
用
選
考
の
一
部
の
一
年
前
倒
し
へ
の
変
更
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
節
で
は
、
東
京
都
教
育
委
員
会
が
行
っ
て
い
る
教
員
採
用
候
補
者
選
考
の
取
組
み
に
つ
い
て
概
観
し
、
広
報

の
充
実
や
選
考
方
法
の
改
善
な
ど
、
質
の
高
い
教
員
、
意
識
の
高
い
教
員
を
確
保
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
、
今
後
の
東
京
都
の
教
員
の
需
給
予
測
を
述
べ
た
い
。

　
「『
未
来
の
東
京
』
戦
略 version up 2023

」（
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
１
月
）
に
よ
れ
ば
、
東
京
都
の
年
少

（
15
歳
未
満
）
人
口
は
漸
減
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
（
２
０
６
５
年
に
は
２
０
２
０
年
に
比
べ
、
年
少
人

口
は
23
・
２
％
減
少
す
る
見
込
み
で
あ
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
35
人
学
級
へ
の
段
階
的
移
行
、
近

年
の
特
別
支
援
学
校
や
特
別
支
援
学
級
の
増
加
傾
向
、
通
級
に
よ
る
指
導
（
東
京
都
の
場
合
は
特
別
支
援
教
室
）
を

受
け
る
児
童
・
生
徒
の
増
加
傾
向
、
さ
ら
に
は
公
務
員
定
年
延
長
の
影
響
は
す
で
に
再
任
用
制
度
が
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
を
総
合
的
に
考
え
れ
ば
、
小
学
校
に
お
い
て

は
、
50
歳
代
後
半
の
退
職
者
層
は
一
定
数
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
短
期
的
に
は
、
教
員
採
用
数
に
顕
著
な
減
少
は
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生
じ
な
い
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

　

前
述
の
東
京
都
教
育
委
員
会
の
採
用
選
考
に
お
け
る
諸
改
革
は
、
必
要
と
さ
れ
る
教
員
数
を
確
実
に
確
保
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
東
京
都
教
育
委
員
会
は
、
今
後
も
、
教
員
の
需
給
動
向
に
あ
わ
せ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
改
革
を
進
め
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
教
員
養
成
を
担
う
大
学
の
側
は
、
東
京
都
の
教
員
需
給
の

動
向
を
短
期
、
長
期
で
予
測
し
な
が
ら
、
東
京
都
教
育
委
員
会
の
採
用
試
験
、
教
員
確
保
政
策
の
動
き
を
的
確
に

把
握
し
、
質
の
高
い
教
員
の
計
画
的
養
成
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

�

〔
奥
住
秀
之
〕

２

佐
賀
県
教
育
委
員
会
の
取
組
み（

２
）

は
じ
め
に

　

佐
賀
県
は
、
人
口
約
80
万
人
、
10
市
10
町
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
県
内
に
は
、
小
学
校
１
５
４
校
、
中
学
校
79

校
、
義
務
教
育
学
校
６
校
、
高
等
学
校
32
校
、
特
別
支
援
学
校
８
校
が
あ
り
、
正
規
の
教
職
員
数
は
約
８
７
０
０

人
（
義
務
教
育
：
約
６
０
０
０
人
、
県
立
：
約
２
７
０
０
人
）（
２
０
２
２
年
１
月
現
在
）
で
あ
る（

３
）。

　

教
員
採
用
選
考
試
験
の
様
相
を
み
る
と
、
受
験
者
は
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
度
１
１
４
９
人
か
ら
年
々
減
少
し
、

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
度
は
８
９
２
名
で
あ
っ
た
（
２
５
７
人
減
）。
一
方
、
名
簿
登
載
者
数
は
、
２
０
１
７

（
平
成
29
）
年
度
は
２
９
４
人
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
度
に
は
79
名
ほ
ど
増
え
、
以
降
２
０
２
１
（
令
和
３
）
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年
度
に
は
３
７
５
人
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
度
か
ら
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
度
ま
で

の
受
験
倍
率
は
、
全
体
で
は
３
・
９
倍
、
３
・
０
倍
、
２
・
７
倍
、
２
・
６
倍
、
２
・
４
倍
と
低
下
し
、
小
学
校

で
い
え
ば
、
２
・
２
倍
、
１
・
５
倍
、
１
・
３
倍
、
１
・
４
倍
、
１
・
４
倍
と
推
移
し
て
い
る
。
近
年
で
は
校
種

を
問
わ
ず
に
３
倍
を
切
っ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
全
国
的
に
み
て
も
低
倍
率
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
と

し
て
は
、
教
職
員
の
大
量
退
職
に
加
え
、
特
別
支
援
学
級
の
想
定
以
上
の
大
幅
増
等
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
佐
賀
県
に
お
い
て
も
教
員
を
志
望
す
る
者
の
減
少
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
需
要
人
数

が
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
教
師
不
足
」
が
起
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
の
中
で
、

佐
賀
県
教
育
委
員
会
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
改
善
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
教
員
需
給
に
関
す
る
佐
賀
県

教
育
委
員
会
の
施
策
及
び
現
時
点
で
の
取
組
み
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
、
教
員
採
用
試
験
の
複
数
回
実
施
の
実

態
を
押
さ
え
な
が
ら
、
他
の
自
治
体
が
参
考
に
で
き
る
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

佐
賀
県
の
こ
れ
ま
で
の
取
組
み

　

実
施
年
度
ご
と
に
、
現
状
と
教
員
確
保
の
た
め
の
施
策
を
概
観
し
て
い
く
。
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
度
は
、

教
員
採
用
試
験
の
受
験
年
齢
制
限
の
緩
和
を
実
施
し
、
そ
れ
ま
で
は
39
歳
以
下
で
あ
っ
た
も
の
を
、
49
歳
以
下
ま

で
引
き
上
げ
、
ま
た
、
特
別
支
援
学
校
教
諭
等
（
高
等
部
）
の
募
集
教
科
（
科
目
）
を
全
教
科
（
科
目
）
に
拡
大

し
て
い
る
。
同
時
に
、
小
学
校
、
中
学
校
免
許
状
の
併
有
者
及
び
特
別
支
援
学
校
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
に

対
し
、
教
員
採
用
試
験
の
加
点
を
増
加
し
た
。
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
度
に
は
、
小
学
校
教
諭
等
及
び
特
別
支
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援
学
校
教
諭
等
（
小
学
部
）
に
お
い
て
、
公
立

学
校
の
現
職
正
規
教
員
及
び
前
年
度
第
一
次
試

験
合
格
者
を
対
象
と
し
て
第
一
次
試
験
を
免
除

す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
小
中
併
願
制
度
を
導

入
し
た
。
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
度
は
、
受

験
者
の
負
担
を
減
ら
す
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
。
小
学
校
の
受
験
者
に
対
し
て
は
、
長
年
実

施
し
て
き
た
音
楽
実
技
・
水
泳
実
技
を
廃
止
し
、

ま
た
、
中
学
校
・
高
等
学
校
の
保
健
体
育
受
験

者
に
つ
い
て
は
水
泳
実
技
を
廃
止
し
て
い
る
。

２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
度
は
、
受
験
年
齢
制

限
の
緩
和
を
さ
ら
に
10
年
引
き
上
げ
、
満
59
歳

以
下
ま
で
緩
和
（
事
実
上
の
撤
廃
）
す
る
と
と

も
に
、
試
験
内
容
も
軽
減
し
て
い
る
。
専
修
免

許
所
有
者
（
見
込
み
含
む
）
に
は
、
一
般
・
教

職
教
養
試
験
を
免
除
し
、
技
術
実
技
・
家
庭
実

技
を
廃
止
し
た
。
そ
し
て
、
２
０
２
１
（
令
和

３
）
年
度
に
は
、
新
た
に
小
学
校
特
別
選
考

図2－2　佐賀県の採用予定者数の推移

25 26 27 28 29 30 31 2 3 4（年度）

50

100

150

200

250

300

350

400
（
人
）

小 学 校  80  90  90  95  95 105 165 175 175 165

小学校特別選考   5  15  15  15  15  15  15  25
中 学 校  55  60  75  75  60  60  65  70  80  90
高等学校  40  45  45  45  35  35  35  39  37  33
特別支援  20  25  25  25  25  25  32  34  36  26
養護教諭  10  10  15  15  16  16  18  18  19  16
栄養教諭 0 0 0 0   1   1   2   1   1   1
全 体 205 230 255 270 247 257 332 352 363 356

― ―



44

（
特
別
支
援
教
育
）
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
小
学
校
教
諭
等
、
中
学
校
教
諭
等
に
お
い
て
、
過
去
に
公
立
学
校
の

正
規
教
員
と
し
て
３
年
以
上
の
勤
務
経
験
者
を
対
象
と
し
て
第
一
次
試
験
を
免
除
し
、
ま
た
、
小
学
校
教
諭
等
に

加
え
て
、
中
学
校
教
諭
等
に
お
い
て
も
、
公
立
学
校
の
現
職
正
規
教
員
を
対
象
と
し
て
第
一
次
試
験
免
除
が
加
え

ら
れ
た
。

　

佐
賀
県
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
受
験
年
齢
制
限
の
引
き
上
げ
、
特
別
支
援
免
許
状
取
得
者
へ
の
加
点
、
試
験

内
容
の
軽
減
や
一
部
免
除
と
い
っ
た
改
善
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
図
２

－

２
は
、「
佐
賀
県
の
採
用
予
定
者
数

の
推
移
」
で
あ
る
が
、
特
に
小
学
校
教
員
の
採
用
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
採
用
数
の
増
加
に
伴

い
、
倍
率
は
低
下
し
、
１
・
４
倍
と
い
う
全
国
で
も
一
番
低
い
水
準
と
な
っ
て
お
り
、
教
員
を
確
保
す
る
た
め
の

施
策
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

教
員
確
保
の
施
策

　

上
記
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
で
は
、
教
員
確
保
を
喫
緊
の
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
、

教
育
長
自
身
が
「
先
導
し
て
や
れ
る
こ
と
は
何
で
も
や
る
」
と
い
う
意
気
込
み
を
示
し
て
お
り
、
２
０
２
２
（
令

和
４
）
年
度
に
は
人
材
確
保
に
向
け
て
重
点
的
な
取
組
み
（
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を
打
ち
出
し
た
。

　

例
え
ば
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
佐
賀
県
教
職
員
採
用
」（https://saga-kyoin.jp/

）
を
新
設
し
、
佐
賀
の
魅
力
や

教
師
の
魅
力
の
ア
ピ
ー
ル
、
受
験
者
へ
の
細
や
か
な
情
報
発
信
、
若
手
教
員
を
応
援
す
る
情
報
掲
載
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
教
員
採
用
選
考
試
験
に
お
い
て
も
新
た
な
取
組
み
が
見
ら
れ
る
。「
さ
が
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
現
職
特
別

選
考
」
は
、
現
職
教
員
を
対
象
に
一
般
試
験
と
別
日
程
で
東
京
会
場
を
設
置
し
て
採
用
試
験
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
採
用
後
は
離
島
に
優
先
配
置
に
な
る
「
さ
が
離
島
特
別
選
考
」
を
実
施
し
て
い
る
。
一
次
試
験
が
免
除
さ

れ
る
「
大
学
・
大
学
院
推
薦
制
度
」
は
、
佐
賀
県
で
教
員
と
し
て
働
き
た
い
と
い
う
受
験
生
の
希
望
を
よ
り
か
な

え
や
す
く
し
た
も
の
で
、
佐
賀
大
学
、
西
九
州
大
学
、
そ
の
他
九
州
・
沖
縄
・
中
国
地
方
の
指
定
さ
れ
た
大
学
・

大
学
院
等
か
ら
推
薦
を
受
け
た
者
を
対
象
に
し
て
い
る
。

　

全
国
で
も
事
例
の
少
な
い
「
小
学
校
教
諭
等 

秋
の
採
用
選
考
実
施
」
は
、
一
般
試
験
の
合
格
発
表
後
に
実
施

さ
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
複
数
回
受
験
」
で
あ
る
。
受
験
者
に
セ
カ
ン
ド
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
こ
と
で
、
一

人
で
も
多
く
の
人
材
を
確
保
す
る
手
立
て
と
し
て
重
点
化
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
二
次
試
験
の
合
格
発
表

を
終
え
た
９
月
下
旬
ご
ろ
か
ら
再
度
募
集
を
行
い
、
11
月
中
旬
に
試
験
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
改
善
策
の
下
で
実
施
さ
れ
た
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
教
員
採
用
試
験
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
採

用
予
定
者
数
は
、
小
学
校
教
諭
等
１
９
０
名
程
度
、
中
学
校
教
諭
等
90
名
程
度
、
高
等
学
校
教
諭
等
33
名
程
度
、

特
別
支
援
学
校
教
諭
等
26
名
程
度
、
養
護
教
諭
等
16
名
程
度
、
栄
養
教
諭
等
１
名
程
度
で
あ
っ
た
。

　

特
別
選
考
の
結
果
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
さ
が
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
現
職
特
別
選
考
」
は
、
小
学
校
教
諭
等

を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
。
現
職
教
員
が
受
験
し
や
す
い
よ
う
に
、
夏
季
休
業
中
の
７
月
24
日
（
一
般
選
考
と
は
別

日
程
）
に
設
定
し
た
。
第
一
次
試
験
は
書
類
選
考
、
第
二
次
試
験
は
面
接
で
、
一
般
選
考
と
別
日
程
、
佐
賀
会
場

と
東
京
会
場
で
の
実
施
だ
っ
た
。
申
込
者
数
及
び
受
験
者
数
は
18
人
、
合
格
者
は
16
人
で
あ
っ
た
。
特
別
選
考
は
、

小
学
校
教
員
が
大
き
く
足
り
て
い
な
い
こ
と
、
採
用
予
定
者
数
が
多
い
こ
と
か
ら
、
合
格
発
表
を
早
め
に
行
っ
て

も
採
用
計
画
に
大
き
な
影
響
が
な
い
こ
と
か
ら
実
施
に
至
っ
た
。

　

ま
た
、「
さ
が
離
島
特
別
選
考
」
は
、
小
学
校
教
諭
等
、
中
学
校
教
諭
等
及
び
養
護
教
諭
等
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、
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選
考
方
法
は
一
般
選
考
と
同
様
で
あ
り
、
採
用
予
定
者
数
は
、
若
干

名
で
あ
っ
た
（
各
受
験
区
分
の
内
数
）。
佐
賀
県
に
は
、
唐
津
市
に
離

島
が
あ
り
、
四
つ
の
小
学
校
と
三
つ
の
中
学
校
が
あ
る
。
そ
こ
で
の

勤
務
を
前
提
と
し
た
選
考
で
あ
り
、
離
島
教
育
や
少
人
数
教
育
に
興

味
が
あ
る
者
向
け
の
選
考
で
あ
る
が
、
予
想
を
上
回
る
反
響
で
あ
っ

た
。
申
込
者
数
及
び
受
験
者
は
49
人
、
合
格
者
は
６
人
（
各
受
験
区

分
の
内
数
）
で
あ
っ
た
。

　
「
教
員
採
用
選
考
試
験
・
秋
選
考
」（
表
２

－

３
）
は
、
初
め
て
の

実
施
で
あ
っ
た
が
、
方
法
に
つ
い
て
早
い
時
期
か
ら
何
度
も
議
論
を

重
ね
た
。
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
受
験
チ
ャ
ン
ス
を
拡
大
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
、
試
験
内
容
は
原
則
、
夏
の
選
考
内
容
（
一
次
試
験
：

一
般
・
教
職
教
養
試
験
、
二
次
試
験
：
論
文
、
個
人
面
接
（
模
擬
授
業
含

む
）
２
回
）
と
同
じ
よ
う
に
す
る
が
、
秋
選
考
で
は
論
文
試
験
は
実

施
せ
ず
、
面
接
も
１
回
実
施
で
あ
っ
た
。
受
付
期
間
も
で
き
る
限
り

長
く
設
定
し
た
。
ど
れ
だ
け
周
知
で
き
る
か
が
鍵
で
あ
っ
た
た
め
、

可
能
な
限
り
新
聞
、
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ
て
も
ら
い
、
全
国
的
に
情
報
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

結
果
的
に
は
、
小
学
校
教
諭
等
で
20
名
程
度
の
採
用
予
定
者
数
に
対
し
て
、
１
２
１
人
エ
ン
ト
リ
ー
、
受
験
者
数

87
人
、
合
格
者
数
28
人
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
夏
選
考
で
不
合
格
だ
っ
た
者
や
感
染
症
の
た
め
受
験
で
き
な
か
っ

期日：令和 4 年11月19日（土），20日（日）
会場：佐賀県立佐賀工業高等学校
内容：一般・教職教養試験，専門試験，
　　　個人面接（試験時間40分程度模擬授業含）
申込期間：9 月26日（月）～ 10月21日（金）電子申請による
申込者数及び受験者数
　エントリー：121人
　申込者数：97人
　受験者数：87人
　合格者数：28人（佐賀県在住者11人）
　　　　注：夏受験者も含む

表2－3　教員採用選考試験・秋選考概要
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た
者
が
秋
選
考
で
受
験
し
合
格
し
た
事
例
も
あ
っ
た
。
県
外
の
受
験
者
も
あ
り
、
あ
る
程
度
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届

い
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

試
験
概
要
及
び
申
込
者
数
、
受
験
者
数
、
合
格
者
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
１
回
目
の
夏
実
施
は
、
受
験
者

数
２
３
８
人
（
令
和
４
年
度
２
５
７
人
）
に
対
し
、
合
格
者
は
１
９
０
人
（
同
１
９
０
人
）、
２
回
目
の
秋
実
施
は
、

受
験
者
数
87
人
、
合
格
者
数
28
人
で
あ
っ
た
。
合
計
で
見
る
と
、
受
験
者
数
は
３
２
５
人
（
同
２
５
７
人
）、
合
格

者
数
は
２
１
８
人
（
１
９
０
人
）
で
あ
っ
た
。
受
験
者
数
は
、
68
名
増
加
、
合
格
者
数
は
28
人
増
加
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
夏
選
考
後
、
合
格
者
を
で
き
る
限
り
早
く
発
表
し
て
、
不
合
格
だ
っ
た
場
合
に
は
秋
選
考
を
受
験
で
き

る
日
程
を
組
ん
で
い
る
。

　

以
上
の
取
組
み
の
結
果
、
最
終
倍
率
は
、
小
学
校
教
諭
等
で
は
１
・
55
倍
で
あ
り
、
前
年
度
か
ら
の
上
昇
は
０
・

15
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
受
験
者
が
87
名
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
成
果
が
認
め
ら
れ
た
。
今
後
の
状

況
に
注
視
し
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
で
は
こ
こ
数
年
か
け
て
具
体
的
な
教
員
確
保
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き

た
。
特
に
教
員
採
用
試
験
の
複
数
回
実
施
は
、
全
国
的
に
み
て
も
事
例
が
少
な
く
注
目
す
べ
き
取
組
み
で
あ
る
と

い
え
る
。
現
時
点
で
は
ま
だ
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
の
制
度
で
あ
り
効
果
検
証
に
は
時
間
を
要
す
る
が
、
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
（
図
２

－

３
）
や
シ
ス
テ
ム
等
に
お
い
て
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
秋
選
考
に
関
し
て
は
、
実
施
者
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は
従
来
の
夏
選
考
と
同
時
進
行
で
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら

な
い
。
特
に
、
作
問
は
夏
・
秋
同
時
に
行
う
必
要
が
あ

る
。
秋
の
選
考
の
準
備
に
つ
い
て
は
、
夏
選
考
の
班
と

は
別
に
組
織
し
て
取
り
組
ん
だ
と
い
う
。
広
報
活
動
に

つ
い
て
も
、
丁
寧
に
行
っ
て
き
た
。
一
方
で
、
人
事
担

当
職
員
（
10
名
程
度
）
を
増
員
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
の
で
、
人
的
部
分
が
特
に
大
変
で
あ
っ
た
。
ミ
ス
が

許
さ
れ
な
い
業
務
で
あ
る
た
め
、
人
事
担
当
だ
け
で
な

く
、
所
属
課
全
体
で
カ
バ
ー
し
合
っ
た
。
今
後
、
実
技

試
験
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
す
れ
ば
さ
ら
に
工
夫
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度
教
員
採
用
選
考

試
験
に
向
け
て
も
い
く
つ
か
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
。「
さ
が
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
現
職
特
別
選
考
」
を
中
学

校
教
諭
等
で
も
実
施
（
一
次
は
書
類
選
考
、
二
次
は
面

接
）
す
る
よ
う
に
し
、
ま
た
、「
社
会
人
特
別
選
考
」

を
拡
大
し
、
中
学
校
教
諭
等
の
一
部
教
科
で
特
別
免
許

状
の
授
与
を
前
提
と
し
た
特
別
選
考
を
実
施
す
る
こ
と

図2－3　佐賀県教育委員会令和5年度（4年度実施）教員採用選考試験スケジュール

12月11月10月9月8月7月5～
6月4月～

3月
採用手続発表通知・選考

・面接準備

・選考

試験準備

申込（秋選考も
同時に）

筆記試験
問題作問

・パンフ
・要項
  作成

合格発表
　　9/16

第２次試験
8/20（土）
　～
　23（火）

第１次試験
　7/10（日）
UJI ターン選考
　7/24（日）

実施
要項
公表

選考

採用
手続

試験準備広報活動
・WEB 広報
・企画広告

実施
要項
準備

合格
発表
12/9

試験
11/19
　 20

申込
9/26～
　10/21

実施要項
公表

実施
要項
公表

（概要版）

実
施
月

準
備
（
夏
）

準
備
（
秋
）

夏
選
考

秋
選
考
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に
し
て
い
る
（
一
般
教
職
教
養
試
験
を
免
除
）。
秋
選
考
に
お
い
て
は
、「
さ
が
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
現
職
特
別
選
考
」

も
実
施
し
、
小
学
校
教
諭
等
に
加
え
て
中
学
校
教
諭
等
の
募
集
も
加
わ
る
。
教
員
需
給
の
現
状
を
分
析
し
、
教
員

確
保
に
向
け
て
具
体
的
で
漸
新
的
な
施
策
を
遂
行
し
て
い
く
佐
賀
県
教
育
委
員
会
の
取
組
み
は
、
大
き
な
示
唆
を

与
え
て
い
る
。

　

最
後
に
、
今
後
の
需
給
推
計
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
佐
賀
県
の
人
口
移
動
調
査
の
概
要
を
見
る

と
、
１
９
７
４
（
昭
和
49
）
年
か
ら
１
９
９
６
（
平
成
８
）
年
に
か
け
て
増
加
傾
向
が
続
い
た
。
し
か
し
、
１
９

９
７
（
平
成
９
）
年
以
降
は
、
２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
ま
で
26
年
連
続
し
て
減
少
し
て
い
る
。
減
少
要
因
は
、

従
来
は
転
出
超
過
に
よ
る
社
会
減
が
主
で
あ
っ
た
が
、
２
０
０
３
（
平
成
15
）
年
以
降
は
自
然
減
に
よ
る
人
口
減

少
も
加
わ
り
、
近
年
で
は
人
口
の
減
少
率
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
現
状
に
あ
る
。
特
に
18
歳
人
口
の
激
減
は
全
国

的
な
課
題
で
も
あ
る
が
、
佐
賀
県
の
場
合
は
よ
り
深
刻
な
状
況
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在

の
施
策
は
と
り
あ
え
ず
の
一
手
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
も
恒
常
的
な
採
用
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
さ
せ
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
需
給
関
係
の
予
測
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
の
人
材
不
足
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て

い
く
か
と
い
う
構
造
的
な
課
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
県
や
教
育
施
策
の
魅
力
を
発
信
し
、
近
隣
県
や
遠
方
か
ら

の
採
用
を
促
す
工
夫
は
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
場
合
は
、
複
数
回
受
験
に

よ
っ
て
受
験
者
の
資
質
を
見
抜
く
う
え
で
の
妥
当
性
が
高
ま
る
こ
と
も
期
待
で
き
、
早
期
化
は
よ
り
多
様
な
人
材

を
確
保
す
る
こ
と
に
も
機
能
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
あ
た
り
も
見
据
え
な
が
ら
、
佐
賀
県
の
取
組
み
は
今
後

も
注
目
し
て
い
き
た
い
。

�

〔
鈴
木　

聡
〕
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【
注
】

（
１
）
東
京
都
教
育
委
員
会
「
東
京
都
公
立
学
校
教
員
採
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」（https://w

w
w

.kyoinsaiyopr.m
etro.tokyo.

lg.jp/event/festa1022.htm
l

：
２
０
２
３
年
３
月
23
日
最
終
確
認
）

（
２
）
本
節
（
第
２
節
）
の
佐
賀
県
教
育
委
員
会
の
取
組
み
に
か
か
わ
る
資
料
・
数
値
等
の
出
典
は
、
佐
賀
県
教
育
委
員
会
「『
教

師
不
足
』
問
題
の
本
質
と
こ
れ
か
ら
の
需
給
推
計
モ
デ
ル　

佐
賀
県
の
採
用
の
状
況
と
課
題
、
教
員
確
保
の
施
策
に
つ
い
て
」

２
０
２
３
年
１
月
19
日
実
施
、
東
京
学
芸
大
学
先
端
教
育
人
材
育
成
推
進
機
構
「
教
員
需
給
と
教
員
採
用
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
―
『
教
員
不
足
』
問
題
の
本
質
と
こ
れ
か
ら
の
需
給
推
計
モ
デ
ル
―
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
、
及
び
教
育
委
員
会
か
ら
の

聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
３
）
佐
賀
県
Ｈ
Ｐ
「
推
計
人
口
令
和
４
年
度
（
２
０
２
２
年
度
）　

人
口
移
動
調
査
の
概
要
」（https://w

w
w

.pref.saga.lg.
jp/kiji00368284/3_68284_161742_up_bx8iw

zhh.pdf

：
２
０
２
３
年
５
月
４
日
確
認
）。



第Ⅱ部

データで見る教員需給問題
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は
じ
め
に

　

近
年
、「
教
師
不
足
」
や
「
教
員
採
用
試
験
の
倍
率
低
下
」
が
話
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
事
態
を
解
消

す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
教
職
の
魅
力
を
高
め
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、「
教
師
不
足
」
や
「
教
員
採
用
試
験
の
倍
率
低
下
」
を
、
教
職
の
魅
力
の
低
下
の
現
れ
と
し
て
の
み
単
純

に
捉
え
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
関
連
す
る
事
柄
を
、
簡
潔
に
で
は
あ
る
が
見
て

い
き
た
い
。

１

「
教
師
不
足
」
に
つ
い
て

　

す
で
に
第
２
章
で
そ
の
詳
細
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
部
科
学
省
は
２
０
２
２
年
１
月
に
「『
教
師
不

平
田
正
吾

「
教
職
の
魅
力
低
下
」
を
デ
ー
タ
で
考
え
る

第3章
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足
』
に
関
す
る
実
態
調
査
」
の
結
果
を
公
表
し
た
。
表
３

－

１
は
、
小
学
校
と
中
学

校
に
お
け
る
５
月
１
日
時
点
で
教
師
不
足
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
自
治
体
、
及
び
不

足
人
数
が
５
名
以
上
の
自
治
体
の
数
に
加
え
、
最
も
多
い
不
足
人
数
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
例
え
ば
小
学
校
で
は
、
５
月
１
日
時
点
で
教
師
の
不
足
数
が
０
と
な
っ
た

自
治
体
は
、
山
形
県
、
群
馬
県
、
東
京
都
、
和
歌
山
県
、
山
口
県
、
さ
い
た
ま
市
、

千
葉
市
、
名
古
屋
市
、
福
岡
市
の
九
つ
で
あ
り
、
教
師
不
足
が
解
消
し
な
か
っ
た
自

治
体
が
85
・
３
％
（
58
自
治
体
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
不
足
人
数
が
５
名

以
上
の
場
合
が
36
の
自
治
体
で
認
め
ら
れ
、
最
も
不
足
人
数
が
多
い
自
治
体
は
千
葉

県
の
91
名
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
調
査
で
は
、
こ
う
し
た
教
師
不
足
の
発
生
要
因
と
し
て
、
①
見
込
み
数
以
上

の
必
要
教
師
数
の
増
加
と
、
②
臨
時
的
任
用
教
員
の
な
り
手
不
足
の
、
大
き
く
２
点

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

２

教
員
採
用
試
験
の
受
験
者
層
の
変
化
へ
の
注
目

　

２
０
２
２
年
９
月
に
文
部
科
学
省
が
公
表
し
た
「
令
和
４
年
度
（
令
和
３
年
度
実

施
）
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
の
報
告
を
見
る
と
、

「
平
成
12
年
度
以
降
の
採
用
倍
率
低
下
は
、
大
量
退
職
等
に
伴
う
採
用
者
数
の
増
加
と
、

表3－1　教師不足の実態（令和3年度5月1日時点）

小学校 中学校
教師不足の未解消（自治体数，％） 58（85.3） 57（83.8）
　不足人数が 5名以上（自治体数，％） 36（53.0） 34（50.0）
　最大不足数（人数） 91 57

（出典）�文部科学省「『教師不足』に関する実態調査」（令和 4年 1 月31日）より筆
者が独自に作成。
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既
卒
の
受
験
者
数
の
減
少
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
既
卒
の
受
験
者

数
の
減
少
傾
向
は
、
臨
時
的
任
用
教
員
や
非
常

勤
講
師
な
ど
を
続
け
な
が
ら
教
員
採
用
選
考
試

験
に
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
き
た
層
が
正
規
採
用

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
既
卒
の
受
験
者
が
減
っ

て
き
て
い
る
」
こ
と
が
、
理
由
の
一
つ
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
図
３

－
１
は
小

学
校
に
お
け
る
受
験
者
の
内
訳
の
経
年
変
化
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
よ
り
、
平
成
20
年
か

ら
受
験
者
に
占
め
る
既
卒
者
の
割
合
が
低
下
し

て
い
る
一
方
で
、
新
卒
の
受
験
者
は
一
定
の
数

を
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

川
上
泰
彦
は
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
２
０
０

０
年
頃
に
か
け
て
の
教
員
採
用
者
の
数
を
抑
制

す
る
方
針
が
取
ら
れ
て
い
た
時
期
に
は
、「
臨

時
的
任
用
等
の
非
正
規
雇
用
に
甘
ん
じ
つ
つ
、

教
員
採
用
試
験
を
繰
り
返
し
受
験
す
る
こ
と
を

（出典）文部科学省「令和 4年度（令和 3年度実施）公立学校教員採用選考試験の実施状況」より。

図3－1　小学校に於ける受験者の内訳の経年変化
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（注 1）�堺市は平成26年度まで受験者の学歴等を把握していないため，受験者数に堺市の人数は
含まない。

（注 2）�大阪府は平成24年度まで受験者・採用者の学歴等を把握していないため，受験者数・採
用者数に大阪府の人数は含まない。
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選
択
す
る
」
者
達
が
、
い
わ
ば
「
既
卒
者
プ
ー
ル
」
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
で
、
安
定
し
た
教
員
供
給
が
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

１
）。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
は
臨
時
的
任
用
教
員
等
の
候
補
者
層
が
分
厚
く
な
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
一
種
の
緩
衝
帯
と
し
て
作
用
し
、
教
師
不
足
が
問
題
化
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し

か
し
、
川
上
に
よ
る
と
、
２
０
０
０
年
代
後
半
か
ら
教
員
採
用
者
の
数
を
増
加
さ
せ
る
方
向
へ
と
方
針
が
転
換
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
既
卒
者
プ
ー
ル
が
縮
小
し
、
こ
れ
が
近
年
の
教
師
不
足
や
教
員
採
用
試
験
の
倍
率
低

下
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
川
上
の
指
摘
は
、
現
在
の
学
校
現
場
に
お
け

る
「
教
師
不
足
」
や
「
教
員
採
用
試
験
の
倍
率
低
下
」
が
、
教
職
の
魅
力
の
低
下
と
い
う
漠
然
と
し
た
要
因
に
よ

る
も
の
で
な
く
、
既
卒
者
プ
ー
ル
に
依
存
す
る
こ
と
で
教
師
不
足
を
防
い
で
い
た
教
員
供
給
構
造
そ
れ
自
体
の
性

質
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

川
上
は
、
教
員
採
用
試
験
に
お
け
る
既
卒
者
プ
ー
ル
の
縮
小
か
ら
教
員
の
若
年
化
が
進
む
こ
と
で
、
出
産
や
育

児
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
の
中
断
が
、
よ
り
一
般
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

第
２
章
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
令
和
４
年
度
の
教
師
不
足
に
関
す
る
主
な
要
因
と
し
て
、「
産
休
・
育

休
取
得
者
数
が
見
込
み
よ
り
増
加
」
し
た
こ
と
と
、「
採
用
試
験
に
合
格
し
正
規
教
員
に
採
用
さ
れ
た
臨
時
的
任

用
教
員
等
の
増
加
に
よ
る
講
師
名
簿
登
載
者
の
減
少
」
が
、
各
教
育
委
員
会
か
ら
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
軸
を

一
つ
と
し
た
現
象
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

令
和
４
年
12
月
の
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
「『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
を
担
う
教
師
の
養
成
・
採
用
・

研
修
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
で
は
、
教
員
の
年
齢
構
成
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
都

道
府
県
や
学
校
種
に
よ
り
教
師
の
年
齢
構
成
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、
現
状
に
つ
い
て
、
一
律
に
『
大
量
採
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用
・
大
量
退
職
』
と
表
現
す
る
の
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
東
北
で
は
50
代
の
教
師
が
30
代
の
３
倍
以
上
お

り
、
今
後
大
量
退
職
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
に
対
し
、
近
畿
で
は
30
代
の
教
師
が
50
代
の
２

倍
近
く
い
る
ほ
か
、
20
代
も
50
代
を
上
回
っ
て
お
り
、
若
手
教
師
が
多
く
を
占
め
る
。
一
方
、
中
学
校
で
は
東
北
、

中
国
・
四
国
、
九
州
で
、
高
校
で
は
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
50
代
の
占
め
る
割
合
が
高
い（

２
）」。

こ
う
し
た
地
域
の
実

態
に
応
じ
た
施
策
が
、
今
後
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

３

教
員
採
用
試
験
に
お
け
る
新
規
学
卒
者
の
傾
向
分
析

　

教
師
不
足
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
新
規
学
卒
か
ら
の
採
用
者
を
よ
り
増

や
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
今
後
の
傾
向
を
考
え
る
た
め
に
も
、
以
下
に
こ
れ
ま
で
の
教
員
採
用
試
験
に

お
け
る
新
規
学
卒
者
の
傾
向
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
図
３

－

２
は
、
22
歳
人
口
と
新
規
学
卒
受
験
者
の
受
験
率
の

２
０
０
３
年
か
ら
２
０
２
０
年
ま
で
の
経
年
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
よ
り
、
ま
ず
22
歳
人
口
が
減
少
傾

向
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
22
歳
人
口
に
対
す
る
新
規
学
卒
受
験
率
の
推
移
を
見
る
と
、
学
校
種

に
よ
ら
ず
２
０
０
９
年
度
か
ら
受
験
率
の
上
昇
傾
向
が
始
ま
り
、
中
学
校
や
高
等
学
校
で
は
２
０
１
７
年
度
か
ら

受
験
率
が
下
降
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

２
０
０
９
年
度
か
ら
の
受
験
率
の
上
昇
は
、
同
時
期
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
大
不
況
が
関
連
し
て
い
る

こ
と
が
、
関
連
要
因
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
図
３

－

３
は
、
こ
こ
で
は
景
気
の
指
標
と
し
て
大
卒
求

人
倍
率
を
取
り
上
げ
、
教
員
採
用
試
験
に
お
け
る
新
規
学
卒
受
験
者
の
受
験
率
と
と
も
に
、
２
０
０
３
年
か
ら
２
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図3－2　22歳人口の経年変化（左軸）と人口に対する新規学卒受験率（右軸）
（出典）�「国勢調査」及び「令和 4年度（令和 3年度実施）公立学校教員採用選考試験の実

施状況」をもとに独自に作成。なお，新規の受験者は，一部の自治体のデータが
欠損している場合もあるため，人口に対する新規学卒受験率は推計値となる。
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図3－3　大卒求人倍率と22歳人口に対する新規学卒受験率の経年変化
（出典）�「ワークス大卒求人倍率調査」及び「令和 4年度（令和 3年度実施）公立学

校教員採用選考試験の実施状況」をもとに独自に作成。なお，新規の受験者
は，一部の自治体のデータが欠損している場合もあるため，人口に対する新
規学卒受験率は推計値となる。
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０
２
０
年
ま
で
の
経
年
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

図
３

－

３
よ
り
、
２
０
０
８
年
か
ら
の
大
卒
求
人
倍
率
の
低
下
と
同
時
期
に
、

小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
す
べ
て
の
校
種
の
教
員
採
用
試
験
の
受
験
率
の
上
昇
が

生
じ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
新
規
学
卒
受
験
者
に
対
す
る
大
卒
求
人
倍

率
の
関
与
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、
以
下
の
手
続
き
で
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。

時
系
列
デ
ー
タ
を
変
数
と
し
た
回
帰
分
析
で
は
、
回
帰
の
説
明
力
が
実
際
よ
り
も

高
く
算
出
さ
れ
る
「
見
せ
か
け
の
回
帰
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
生
じ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ま
ず
分
析
す
る
変
数
の
１
階
階

差
（
対
前
年
増
減
数
）
か
ら
な
る
変
数
を
作
成
し
た
（
作
成
さ
れ
た
変
数
に
対
し
て

Ａ
Ｄ
Ｆ
検
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
変
数
に
関
し
て
も
、
そ
の
結
果
は
５
％
水

準
で
有
意
で
あ
り
、
回
帰
分
析
に
使
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
）。
そ
の
後
、

各
教
員
採
用
試
験
の
受
験
者
の
階
差
を
従
属
変
数
、
大
卒
求
人
倍
率
の
階
差
を
独

立
変
数
と
す
る
回
帰
分
析
を
実
施
し
た
。
表
３

－

２
は
、
そ
の
結
果
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
回
帰
分
析
の
妥
当
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
に
、
残
差
に

お
け
る
系
列
相
関
の
有
無
に
つ
い
て
の
指
標
で
あ
るD

urbin-W
atson

比
（
Ｄ
Ｗ
比
）
も
併
せ
て
算
出
し
た
。

　

す
べ
て
の
受
験
者
に
関
し
て
、
有
意
な
負
の
回
帰
係
数
が
得
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
卒
求
人
倍
率
が
低
く
な

る
ほ
ど
、
受
験
者
は
増
加
す
る
。
Ｄ
Ｗ
比
の
検
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
５
％
水
準
で
有
意
で
な
く
、
今
回

回
帰
分
析
を
実
施
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

表3－2　�新規学卒教員採用試験受験者（2004 ～ 2020年）
に対する大卒求人倍率の関与（標準化回帰係数）

新規学卒教員採用試験受験者
小学校 中学校 高等学校

大卒求人倍率 -.55＊ -.58＊ -.50＊

Durbin-Watson 比 2.23 1.73 1.34
＊：p<.05
（注）各変数は階差を求めたものである。
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こ
の
よ
う
に
教
員
採
用
試
験
の
受
験
者
の

数
や
倍
率
の
変
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に

は
、
同
時
期
の
景
気
動
向
も
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
。
今
回
、
教
員
採
用
試
験
の
校
種
に

よ
っ
て
、
そ
の
標
準
化
回
帰
係
数
が
大
き
く

異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
学
校
種
に
よ

っ
て
そ
の
新
卒
受
験
率
の
増
減
に
寄
与
す
る

要
因
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
図
３

－

４

は
、
２
０
１
３
年
か
ら
２
０
２
０
年
に
お
け

る
一
種
免
許
発
行
数
に
対
す
る
教
員
採
用
試

験
の
新
卒
受
験
者
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

こ
の
図
よ
り
、
小
学
校
免
許
を
取
得
し
た

者
の
多
く
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
学
等
に
お
け

る
直
接
養
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）
が
、
教
員

採
用
試
験
を
受
験
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中

学
校
や
高
等
学
校
に
お
け
る
免
許
取
得
者
か

0.810 0.805 0.797 0.779 0.773 0.781
0.750 0.737

0.425 0.421 0.420 0.425 0.430
0.403

0.375 0.369

0.175 0.177 0.184 0.188 0.188 0.182 0.174
0.154

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

小学校

中学校

高校

図3－4　一種免許発行数に対する教員採用試験の新卒受験者の割合
（出典）�文部科学省「令和 4年度（令和 3年度実施）公立学校教員採用選考試験の実施状況」及

び「令和 2年度教員免許状授与件数等調査結果」をもとに独自に作成。なお，新規の受
験者は，一部の自治体のデータが欠損している場合もあるため，割合は推計値となる。
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ら
の
新
卒
受
験
者
の
少
な
さ
が
明
ら
か
で
あ
る
。
小
学
校
と
の
募
集
人
数
の
違
い
は
当
然
あ
る
に
せ
よ
、
中
学
校

や
高
等
学
校
の
新
卒
受
験
者
を
促
す
施
策
と
の
対
応
関
係
を
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
章
に
お
い
て
は
、
始
業
日
以
降
の
「
教
師
不
足
」
や
教
員
採
用
試
験
の
倍
率
低
下
に
関
し
て
、
既
卒

者
プ
ー
ル
の
縮
小
と
い
う
構
造
的
要
因
の
変
化
の
寄
与
が
大
き
い
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
教
職
を
他
職
と
比
し
て

も
選
択
さ
れ
る
職
業
に
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
は
当
然
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
若
年
人
口
が

減
少
ト
レ
ン
ド
に
あ
る
我
が
国
に
お
い
て
、
適
当
な
教
員
採
用
試
験
の
倍
率
と
は
ど
の
程
度
で
あ
る
の
か
、
た
だ

そ
の
倍
率
低
下
を
問
題
に
す
る
だ
け
で
な
く
デ
ー
タ
を
捉
え
て
解
釈
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
今
後
の
日
本
社
会
の
現
状
を
踏
ま
え
た
デ
ー
タ
に
基
づ
く
、
冷
静
な
議
論
が
望
ま
れ
る
。

【
注
】

（
１
）
川
上
泰
彦
「
教
員
供
給
構
造
の
変
化
～『
令
和
の
日
本
型
教
育
』
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
～
」『
教
育
制
度
学
研
究
』

29
、
２
０
２
２
年
、
37-

53
頁
。
以
下
、
川
上
の
指
摘
は
本
論
文
に
よ
る
。

（
２
）
中
央
教
育
審
議
会
答
「『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
を
担
う 

教
師
の
養
成
・
採
用
・
研
修
等
の
在
り
方
に
つ
い
て 

～「
新

た
な
教
師
の
学
び
の
姿
」
の
実
現
と
、
多
様
な
専
門
性
を
有
す
る
質
の
高
い
教
職
員
集
団
の
形
成
～（
答
申
）」
２
０
２
２
年
、

20
頁
（https://w

w
w
.m
ext.go.jp/content/20221219-m

xt_kyoikujinzai01-1412985_00004-1.pdf

：
２
０
２
３
年
７

月
１
日
最
終
確
認
）
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は
じ
め
に

　

本
章
で
は
、
教
師
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
取
得
し
、
デ
ー
タ
の
中
心
的
な
傾
向
を
眺
め
る
こ
と
で

他
業
種
と
の
比
較
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、「
勤
務
時
間
」、「
給
与
」
と
い
っ
た
基
本
的
な
労
働
条
件
に
つ
い

て
参
照
し
た
後
、
休
暇
取
得
に
関
す
る
現
状
を
観
察
す
る
。
休
暇
取
得
に
関
し
て
は
、「
有
給
休
暇
取
得
日
数
」、

「
育
児
休
業
取
得
率
」、「
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
率
」
を
指
標
に
観
察
す
る
。
さ
ら
に
、
退
職
に
関
す
る
現
状

を
把
握
し
、
量
的
デ
ー
タ
か
ら
見
え
る
定
量
的
な
労
働
条
件
の
比
較
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

１

勤
務
時
間

　

昨
今
、
教
員
の
勤
務
時
間
は
長
時
間
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
行
う
国
際
教
員
指
導
環
境

山
下
雅
代
・
谷
田
部
博
貴

「
教
師
の
労
働
条
件
」
を
デ
ー
タ
で
考
え
る

第4章
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調
査
（
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
）
の
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
報
告
書
（
国
立
教
育
政
策
研
究

所
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
小
中
学
校
の
教
員
の
勤
務
時
間
は
、
小
学
校
で
54
・
４

時
間
、
中
学
校
で
56
・
０
時
間
で
あ
り
、
調
査
参
加
国
48
か
国
中
、
最
も
長
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
中
学
校
の
勤
務
時
間
の
Ｔ
Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｓ
調
査
48
か
国

平
均
値
は
38
・
３
時
間
で
あ
る
）。

　

さ
ら
に
、
教
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
国
内
の
他
業
種
と
の
比
較
を
し
て
い
く
。

表
４

－

１
は
、
小
学
校
と
中
学
校
の
勤
務
時
間
と
30
人
以
上
事
業
所
の
一
般
労
働

者
の
勤
務
時
間
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
学
校
の
１
週
間
あ
た
り
の
持
ち
帰

り
を
含
ま
な
い
勤
務
時
間
は
約
57
時
間
30
分
、
中
学
校
の
勤
務
時
間
は
63
時
間
20

分
で
あ
り
、
一
般
労
働
者
の
約
39
時
間
に
比
べ
て
約
１
・
５
倍
程
度
長
い
こ
と
が

わ
か
る
。
デ
ー
タ
が
少
し
古
い
の
で
、
近
年
の
デ
ー
タ
も
観
察
し
て
み
よ
う
。
連

合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
が
２
０
２
２
年
９
月
に
発
表
し
た
「
２
０
２
２
年
教
職

員
の
働
き
方
と
労
働
時
間
の
実
態
に
関
す
る
調
査
結
果
中
間
報
告
」
に
よ
れ
ば
、

勤
務
日
の
在
校
等
時
間
の
平
均
は
11
時
間
21
分
で
あ
り
、
勤
務
日
、
週
休
日
の
勤

務
時
間
は
、
高
止
ま
り
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
同
報
告

に
は
、
休
憩
時
間
が
０
分
の
教
員
が
過
半
数
を
超
え
て
い
る
こ
と
、
休
憩
時
間
の

平
均
値
は
９
・
７
分
で
あ
る
と
の
記
載
が
あ
り
、
休
み
時
間
が
ほ
と
ん
ど
な
く
長

時
間
に
亘
っ
て
勤
務
し
て
い
る
状
況
が
把
握
で
き
る
。

表4－1　勤務時間の比較

1 週間当たり 1か月当たり 〈数値算出の方法〉
小・中学校
　1か月当たり＝1週間当たり÷7×30
産業計
　1週間あたり＝167.2÷30×7

小学校 57.5h 1） 246.4h
中学校 63.3h 1） 271.4h
産業計 39.0h 167.2h 2）

（出典）�1）文部科学省「公立小学校・中学校等教員勤務実態調査研究」㈱リベルタス・コンサル
ティング，2016年，2）�厚生労働省「平成28年労働統計年報」2016年。
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加
え
て
図
４

－

１
は
、
小
学
校
・
中
学
校
教
諭
の

１
週
間
の
在
校
時
間
の
２
０
１
６
年
と
２
０
２
２
年

の
分
布
の
比
較
で
あ
る
。
16
年
も
22
年
も
勤
務
時
間

の
分
布
は
右
に
裾
を
引
い
て
お
り
、
勤
務
時
間
が
非

常
に
長
い
教
員
が
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
小
学
校
よ

り
中
学
校
の
教
諭
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
こ
と
、
民

間
企
業
の
平
均
値
約
39
時
間
と
比
較
す
る
と
、
97
％

以
上
の
教
員
が
そ
れ
よ
り
長
く
在
校
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
22
年
の
勤
務
時
間
の
分
布
は
、

16
年
に
比
べ
て
、
小
学
校
・
中
学
校
と
も
に
分
布
の

中
央
値
が
左
に
よ
っ
て
お
り
在
校
時
間
が
短
く
な
っ

て
い
る
こ
と
に
加
え
、
分
布
の
最
大
値
も
減
少
傾
向

に
あ
る
こ
と
が
観
察
で
き
る
。
以
上
よ
り
、
16
年
よ

り
22
年
の
方
が
在
校
時
間
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
し

か
し
、
16
年
は
コ
ロ
ナ
禍
以
前
、
22
年
は
コ
ロ
ナ
禍

下
で
あ
る
た
め
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
の
可
能
性
も
あ

る
。
本
当
に
減
少
傾
向
に
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

0

10

20

30
H28年度 R4年度

0

10

20

30
H28年度 R4年度

小学校・教諭

中学校・教諭

小学校教諭の中央値の階級

H28年：55～60時間未満
R 4年：50～55時間未満

中学校教諭の中央値の階級

H28年：60～65時間未満
R 4年：55～60時間未満

40
未
満

45
〜
50
時
間
未
満

40
〜
45
時
間
未
満

55
〜
60
時
間
未
満

50
〜
55
時
間
未
満

65
〜
70
時
間
未
満

60
〜
65
時
間
未
満

75
〜
80
時
間
未
満

70
〜
75
時
間
未
満

85
〜
90
時
間
未
満

80
〜
85
時
間
未
満

95
〜
100
時
間
未
満

100
時
間
以
上

90
〜
95
時
間
未
満

40
未
満

45
〜
50
時
間
未
満

40
〜
45
時
間
未
満

55
〜
60
時
間
未
満

50
〜
55
時
間
未
満

65
〜
70
時
間
未
満

60
〜
65
時
間
未
満

75
〜
80
時
間
未
満

70
〜
75
時
間
未
満

85
〜
90
時
間
未
満

80
〜
85
時
間
未
満

95
〜
100
時
間
未
満

100
時
間
以
上

90
〜
95
時
間
未
満

図4－1　小学校・中学校教諭の1週間の在校時間の分布
（注）正規の勤務時間は38時間45分，主幹教諭・指導教諭を含む。
（出典）文部科学省「教員勤務実態調査（令和 4年度）【速報値】」2023年より。
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本
節
を
ま
と
め
る
と
、
２
０
２
３
年
時
点
に
お
い
て
小
中
学
校
の
教
員
の
勤
務
時
間
は
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の

の
、
教
員
の
国
際
比
較
で
み
て
も
、
他
業
種
と
の
国
内
比
較
で
み
て
も
、
依
然
と
し
て
極
め
て
長
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

�

〔
山
下
雅
代
〕

２

生
涯
収
入

：

東
京
都
及
び
茨
城
県
教
員
の
場
合

分
析
の
前
提
と
な
る
留
意
点

　

本
節
で
は
、
東
京
都
と
茨
城
県
の
教
員
の
生
涯
収
入
（
マ
ネ
ー
プ
ラ
ン
）
を
、
初
任
給
か
ら
順
を
追
っ
て
民
間

企
業
と
比
較
す
る
。
こ
の
分
析
に
際
し
て
、
予
め
、
次
の
５
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。

①�　

教
員
の
給
与
は
勤
務
地
に
応
じ
て
地
域
手
当
が
異
な
る
た
め
、
地
域
差
が
あ
る
。
地
域
手
当
は
、
一
般
的
に
、

そ
の
地
域
に
住
ん
だ
場
合
に
要
す
る
生
活
費
の
多
寡
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
地
域
手
当
は
「
基
本
給
＋

教
職
調
整
額
＋
管
理
職
手
当
」
に
対
し
、
一
定
率
を
乗
じ
て
算
出
す
る
。
そ
の
た
め
、
乗
じ
る
率
に
地
域
差
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
他
の
地
域
に
比
べ
て
家
賃
な
ど
が
高
い
東
京
23
区
内
の
学
校
に
勤
務
す
る
場

合
、
地
域
手
当
は
20
％
と
高
い
。
そ
の
他
、
茨
城
県
全
域
で
は
６
％
、
全
国
平
均
は
約
４
％
で
あ
る
。
た
だ
し
、

東
京
23
区
に
勤
め
る
教
員
は
地
域
手
当
が
高
い
も
の
の
、
一
方
で
家
賃
な
ど
出
費
も
多
額
に
な
り
や
す
く
、
他

の
地
域
の
教
員
よ
り
有
利
と
は
限
ら
な
い
。

②�　

東
京
都
内
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
が
あ
り
、
中
に
は
地
域
手
当
が
20
％
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
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本
節
で
取
り
上
げ
る
東
京
都
教
員
は
、
地
域
手
当
20
％
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

③�　

本
節
に
お
い
て
引
用
す
る
東
京
都
教
員
の
収
入
は
東
京
都
教
育
庁
か
ら
、
一
方
、

茨
城
県
教
員
の
収
入
は
茨
城
県
教
育
庁
か
ら
の
提
供
デ
ー
タ
で
あ
る
。

④�　

東
京
都
で
は
小
中
高
す
べ
て
の
教
員
の
給
与
体
系
は
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
茨
城
県
で
は
小
・
中
学
校
と
高
校
と
で
給
与
体
系
が
異
な
り
、
高
校
教
員
の
方

が
や
や
高
収
入
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
茨
城
県
教
員
に
つ
い
て
は
小
・
中
学
校
の
デ
ー

タ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

⑤�　

本
節
で
用
い
て
い
る
教
員
の
収
入
金
額
は
、
東
京
都
に
つ
い
て
は
令
和
５
年
度
、

茨
城
県
に
つ
い
て
は
令
和
４
年
度
実
績
に
基
づ
く
試
算
で
あ
る
。

給
与

　

表
４

－

２
は
東
京
都
と
茨
城
県
の
教
員
、
経
団
連
に
所
属
す
る
企
業
、
東
京
都
職
員

の
初
任
給
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
経
団
連
所
属
の
大
企
業
や
東
京
都
庁
の
職
員
は

学
生
に
も
人
気
の
就
職
先
で
あ
る
が
、
東
京
都
及
び
茨
城
県
教
員
の
初
任
給
は
、
そ
れ

ら
を
上
回
っ
て
い
る
。

　

図
４

－

２
は
東
京
都
教
員
、
図
４

－

３
は
茨
城
県
の
小
・
中
学
校
教
員
の
23
～
60
歳

の
年
収
で
あ
る
。
教
員
生
活
の
折
り
返
し
地
点
で
あ
る
45
歳
の
年
収
は
、
東
京
都
が
８

０
４
万
円
、
茨
城
県
の
小
・
中
学
校
で
は
７
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
国
税
庁
の
令

表4－2　初任給の比較

東京都の教員 254,501円
（注）茨城県の初任給は小中高すべて同一である。
（出典）
1）日本経済団体連合会・東京経営者協会「2021年 3 月
卒『新規学卒者決定初任給調査結果』の概要」，2）東京
都庁公表。四年制大学新卒採用の行政系職員で23区内に
勤務する者。

茨城県の教員 234,986円
経団連企業1）

（社員 3千人以上） 221,226円

東京都の職員2） 220,440円
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和
２
年
度
民
間
給
与
実
態
調
査
を
参
照
す
る

と
、
45
歳
の
東
京
都
教
員
の
年
収
は
国
民
の

上
位
９
・
１
％
、
茨
城
県
の
小
・
中
学
校
教

員
の
年
収
は
国
民
の
上
位
13
・
５
％
に
入
っ

て
い
る
。
全
国
の
平
均
年
収
４
３
３
万
円
、

東
京
都
の
平
均
年
収
６
１
８
万
円
、
従
業
員

５
千
人
以
上
の
企
業
の
平
均
年
収
６
６
７
万

円
と
比
較
し
て
も
、
45
歳
教
員
の
年
収
の
高

さ
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
民
間
給
与
実
態

調
査
で
は
学
歴
別
の
年
収
情
報
が
把
握
で
き

な
い
た
め
、
大
卒
者
に
限
っ
た
年
収
の
比
較

は
で
き
な
い
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。

　

ま
た
、
60
歳
時
点
で
東
京
都
教
員
の
年
収

は
、
校
長
で
は
１
１
４
９
万
円
、
副
校
長
で

は
１
０
６
０
万
円
、
主
幹
教
諭
で
は
９
１
４

万
円
、
主
任
教
諭
で
は
８
５
０
万
円
で
あ
る
。

同
様
に
、
茨
城
県
の
小
中
学
校
教
員
に
つ
い

て
は
、
校
長
で
は
８
９
３
万
円
、
教
頭
で
は

図4－2　東京都教員の年収推移
（出典）厚生労働省「令和 3年賃金構造基本統計調査」より。

45歳時
804万円

23 30 35 40 45 50 55 60（歳）

【参考】従業員 1,000人以上
の金融企業の平均年収 2）

下表のように，平均的なペースで昇任したとしている。

【60歳時点の役職】
校長

校長 校長
60歳での役職 23～33歳 34～47歳 48～50歳 51～53歳 54～60歳

副校長

副校長
副校長

主幹教諭

主幹教諭

主幹教諭

主任教諭

主任教諭

主任教諭教諭

教諭
教諭

教諭 副校長主幹教諭主任教諭
主幹教諭主任教諭

主任教諭

1,000

1,200
（万円）

800

600

400

200

0
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８
２
９
万
円
、
教
諭
で
は
７
５
７
万
円
と
な

っ
て
い
る
。
東
京
都
、
茨
城
県
と
も
に
、
60

歳
ま
で
順
調
に
給
与
が
伸
び
、
原
則
と
し
て

減
る
こ
と
は
な
い
。

定
年
延
長
に
よ
る
老
後
資
金

　

２
０
３
１
年
度
か
ら
は
公
務
員
の
定
年
が

65
歳
ま
で
延
長
さ
れ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
表

４

－

３
の
よ
う
に
、
教
員
の
61
～
65
歳
の
年

収
が
増
加
す
る
。

　

東
京
都
の
場
合
は
従
来
か
ら
の
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
で
は
な
く
、
定
年
延
長
を

選
択
す
る
こ
と
で
、
年
収
が
１
０
７
万
円
上

昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
が
５
年
間
継

続
す
れ
ば
５
３
５
万
円
の
増
収
で
あ
る
。
一

方
、
茨
城
県
の
小
・
中
学
校
教
員
の
場
合
、

年
間
で
は
87
万
円
、
５
年
累
計
で
は
４
３
５

万
円
の
増
収
と
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、

図4－3　茨城県の小中学校教員の年収推移
（出典）厚生労働省「令和 3年賃金構造基本統計調査」より。

45歳時
700万円

23 30 35 40 45 50 55 60（歳）

【参考】従業員 1,000人以上
の金融企業の平均年収

【60歳時点の役職】
校長 教頭 教諭

下表のように，平均的なペースで昇任したとしている。

校長 校長
60歳での役職 23～50歳 51～53歳 54～60歳

教頭
教頭

教諭

教諭
教頭教諭

教諭

1,000
（万円）

800

600

400

200

900

700

500

300

100

0
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従
来
の
再
任
用
制
度
で
は
、
61
～
65
歳
の
年

収
が
60
歳
時
点
の
年
収
の
60
％
程
度
ま
で
下

が
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
定
年
延
長
さ
れ

る
こ
と
で
、
こ
れ
が
約
70
％
に
改
善
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
間
企
業
で
は
、
61
歳
か

ら
再
雇
用
さ
れ
る
と
60
歳
時
点
に
比
べ
年
収

が
半
減
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

退
職
金
・
年
金
・
生
涯
収
入

　

退
職
金
に
つ
い
て
も
民
間
と
比
較
し
て
み

よ
う
。
表
４

－

４
は
、
60
歳
時
点
の
役
職
別

に
退
職
金
の
額
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
を

見
る
と
、
東
京
都
の
主
幹
教
諭
は
２
４
５
６

万
円
、
茨
城
県
小
中
学
校
の
校
長
は
２
４
５

０
万
円
で
あ
り
、
従
業
員
千
人
以
上
の
企
業

の
大
卒
社
員
の
退
職
金
２
４
３
５
万
円
と
ほ

ぼ
同
額
で
あ
る
。
一
方
で
、
就
労
条
件
総
合

調
査
（
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
、
厚
生
労
働

表4－3　定年延長による増収額
◆東京都教員の場合◆1） ◆茨城県の小中学校教員の場合◆2）

Ａ．定年前再任用短時間勤務 538万円 C. 再任用（フルタイム） 445万円
Ｂ．定年延長 645万円 D. 定年延長 532万円
1年当たり増収額（Ｂ－Ａ） 107万円 1年当たり増収額（D－ C） 87万円

（注）1）最速で昇任し，60歳時点で主幹教諭であった場合。
　　 2）図4－3と同様に昇任し，60歳時点で教諭であった場合。

表4－4　退職金の比較

60歳での役職 退職金

東
京
都

校長 2,677万円
副校長 2,542万円
主幹教諭 2,456万円
主任教諭 2,217万円

茨
城
県

校長1） 2,450万円
教頭1） 2,275万円
教諭1） 2,197万円

（注）1）小中学校教員の場合。

民間企業（大卒の社員）2）

従業員数 退職金
1000人以上 2,435万円
300 ～ 999人 1,957万円
100 ～ 299人 1,785万円
30 ～ 99人 1,501万円

（注）�大卒・大学院卒（管理・事務・
技術職）で勤続年数35年以上。

（出典）�厚生労働省「就労条件総合調
査（平成30年）」。
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表4－5　年金（月額）の比較
◆教員の厚生年金◆4） ◆民間企業の厚生年金◆3）

東京都
60歳で校長の場合1） 218,000円 男性の平均 169,006円

60歳で主幹教諭の場合2） 201,619円 女性の平均 109,261円

茨城県
（小中学校）

60歳で校長の場合 204,121円 全体の平均 145,665円
60歳で教諭の場合 181,142円

（注）1）図4－2の平均的なペースで昇任した場合。
　　 2）最速で昇任した場合。
　　 3）「令和 3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」（厚生労働省）より。
　　 4）教員の年金額は社会保険労務士・箕輪真理氏による試算。

①校　長

23～60歳の収入 61～65歳の収入

東
京
都
教
員

（
小
中
学
校
）

茨
城
県
教
員

退職金 年金

4億 45万円

4億 1,238万円

3億 8,140万円

3億 6,745万円

3億 5,068万円

3億 4,300万円

3億 3,226万円

②副校長

③主幹教諭

①校長

②教頭

③教諭

④主任教諭

図4－4　60歳時の役職別にみた生涯収入
（注）1）図4－2，図4－3と同様，平均的なペースで昇任したものとする。
　　 2）�61 ～ 65歳は65歳まで定年延長された前提で算出した。この 5年間について、東京

都の①②の場合は教諭，③の場合は主幹教諭，④の場合は主任教諭であるとして
いる。茨城県の場合は，いずれも 5年間，教諭であったと仮定している。

　　 3）年金は65歳から85歳まで受給したものとしている。
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省
）
に
よ
る
と
、
長
引
く
不
況
に
よ
っ
て
約
20
％
の
民
間
企
業
で
は
退
職
金
制
度
自
体
が
存
在
し
な
い
厳
し
い
状

況
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
年
金
の
受
給
額
も
民
間
企
業
に
比
べ
て
高
い
水
準
で
あ
る
。
公
立
学
校
の
教
員
も
民
間
企
業
と
同
じ
厚

生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
が
、
現
役
時
代
の
年
収
が
高
い
分
、
自
ず
と
受
け
取
る
年
金
も
多
く
な
る
。
表
４

－

５

は
65
歳
か
ら
受
け
取
っ
た
場
合
の
年
金
月
額
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
東
京
都
教
員
は
概
ね

月
額
20
～
22
万
円
、
茨
城
県
の
小
中
学
校
教
員
は
月
額
18
～
21
万
円
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
都
、
茨

城
県
の
教
員
は
、
と
も
に
民
間
企
業
の
男
性
平
均
（
月
額
約
17
万
円
）
を
超
え
る
年
金
額
を
受
給
で
き
る
。

　

以
上
を
総
合
し
て
生
涯
収
入
を
計
算
す
る
と
、
図
４

－

４
の
よ
う
に
な
る
。
東
京
都
で
あ
れ
ば
、
60
歳
時
点
で

校
長
ま
た
は
副
校
長
の
場
合
、
生
涯
収
入
が
４
億
円
を
超
え
る
。
一
方
、
茨
城
県
の
小
中
学
校
教
員
の
生
涯
収
入

は
３
億
３
千
万
か
ら
３
億
５
千
万
円
の
範
囲
で
あ
る
。

�

〔
谷
田
部
博
貴
〕

３

休
　
暇

　

公
立
学
校
の
教
員
は
、
地
方
公
務
員
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
福
利
厚
生
は
一
般
の
民
間
企
業
に
比
べ
て
遜
色
は

な
い
と
考
え
る
。
本
節
で
は
、
休
暇
に
着
目
し
、「
有
給
休
暇
取
得
日
数
」「
育
児
休
業
取
得
率
」「
精
神
疾
患
に

よ
る
休
職
者
率
」
を
指
標
に
用
い
て
観
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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有
給
休
暇
取
得
日
数

　

表
４

－
６
は
、
有
給
休
暇
取
得
日
数
の
比
較
で
あ
る
。

教
員
の
有
休
取
得
日
数
の
デ
ー
タ
は
２
０
１
６（
平
成
28
）

年
の
も
の
の
み
で
あ
る
が
、
小
学
校
教
員
で
11
・
６
日
、

中
学
校
教
員
で
８
・
８
日
で
あ
る
。
他
の
公
務
員
と
比
べ

る
と
、
同
程
度
～
や
や
低
い
水
準
と
い
え
、
民
間
企
業
と

比
べ
る
と
、
小
学
校
の
教
員
は
多
く
、
中
学
校
は
同
程
度

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

近
年
の
有
給
休
暇
取
得
日
数
に
つ
い
て
は
、「
２
０
２

２
年
教
職
員
の
働
き
方
と
労
働
時
間
の
実
態
に
関
す
る
調

査
結
果
中
間
報
告
」（
連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
）
に
よ

れ
ば
、
年
次
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
は
12
・
１
日
で
、

２
０
１
５
年
調
査
（
10
・
８
日
）
よ
り
１
・
３
日
増
加
し

て
い
る
、
と
の
記
載
が
あ
る
。
表
４

－

６
よ
り
、
有
給
休

暇
取
得
日
数
は
、
全
体
的
に
増
加
傾
向
で
あ
り
、
教
員
も

同
じ
ト
レ
ン
ド
を
追
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
よ

り
、
教
員
の
休
暇
取
得
日
数
は
、
他
の
公
務
員
に
比
べ
て

低
い
水
準
に
あ
る
も
の
の
、
民
間
企
業
と
同
程
度
で
あ
る
。

表4－6　教員の有給休暇取得日数（日）

2016年
（H28）

2017年
（H29）

2018年
（H30）

2019年
（H31/Ｒ1）

2020年
（Ｒ2）

国家1）

公務員
本府省 12.4 13.1 13.4 13.4 11.7
本府省以外 14.1 14.6 15.1 15.2 15.4

地方2）

公務員

都道府県 11.6 12.1 12.4 12.3 11.8
政令指定市 13.3 13.8 13.9 14 14
市区町村 10.2 10.7 11 11 11.1

教員3） 小学校 11.6
中学校 8.8

民間企業4） 8.8 9 9.3 9.4 10.1
（出典）�1）人事院「国家公務員の年次休暇の使用実態」，2）総務省「地方公務

員における働き方改革に係る状況―令和 2年度地方公共団体の勤務条
件等に関する調査結果の概要―」，3）文部科学省「教員勤務実態調査
（平成28年度）」，4）厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。
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育
児
休
業
取
得
率

　

ま
ず
は
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
（
全
部
門
）・
教
員
・
民
間
企

業
の
育
児
休
業
取
得
率
を
比
較
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
の
出
典
は
、

図
４

－

５
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
教
員
の
育
児
休
業

取
得
率
は
、
女
性
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
、
男
性
は
６
・
５
％
で
あ
る
。
女
性

の
育
児
休
業
取
得
率
は
、
他
の
公
務
員
と
比
べ
て
遜
色
な
く
、
民
間
企
業

の
81
・
６
％
に
比
べ
て
高
い
水
準
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
に
つ
い
て
着
目
す
る
と
、
教
員
の

取
得
率
は
最
も
低
い
６
・
５
％
で
あ
り
、
民
間
企
業
の
12
・
７
％
と
比
べ

て
も
低
い
水
準
で
あ
る
。
し
か
し
、
男
性
の
育
児
休
業
取
得
が
２
０
２
２

年
10
月
よ
り
義
務
化
（
雇
用
者
か
ら
の
取
得
促
進
が
義
務
、
男
性
の
育
児
休

業
取
得
が
義
務
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
事
に
注
意
）
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
、

国
家
公
務
員
以
外
の
職
種
も
高
い
水
準
へ
と
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
小
学
校
の
教
員
は
女
性
比
率
が
高
い
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
育

児
休
業
取
得
率
は
他
の
公
務
員
と
遜
色
は
な
く
、
育
児
休
業
が
取
り
に
く

い
環
境
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

図4－5　2020年の育児休業取得率の比較

（出典）
1）人事院「令和 3年度 年次報告
書」，2）総務省「令和 2年度地方
公共団体の勤務条件等に関する調
査」，3）厚生労働省「令和 2年度
雇用均等基本調査」より作成。

51.4

99.6

9.5

99.7

6.5

99.4

12.7

81.6

男性 女性

国家公務員1） 地方公務員2） 教員3） 民間企業4）

育
児
休
業
取
得
率（
％
）
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精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
率

　

教
員
は
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
率
と
離
職
率
を
他
業
種
と
比
較
し

て
み
よ
う
。
表
４

－

７
は
、
公
務
員
、
教
員
、
５
０
０
０
人
以
上

の
企
業
の
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
と
離
職
者
の
全
職
員
あ
る
い

は
労
働
者
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
員
と
民
間

企
業
の
精
神
疾
患
に
よ
る
離
職
者
率
は
、
と
も
に
０
・
１
％
で
差

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
教
員
の
休
職
者
率
に
つ
い
て
は
０
・
４
％

～
０
・
６
％
で
、
民
間
の
５
０
０
０
人
以
上
事
業
所
（
０
・
５

％
）
と
比
べ
て
も
大
き
な
差
は
な
く
同
水
準
で
あ
る
と
い
え
る
。

一
方
、
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
の
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者

率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
・
３
％
と
１
・
５
％
で
あ
り
、
高
い
水
準
に

あ
る
。
こ
れ
ら
の
公
務
員
に
比
べ
る
と
教
員
の
休
職
者
率
は
２
分

の
１
以
下
で
あ
り
、
教
員
の
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
者
率
が
他
業

種
と
比
べ
て
高
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

表4－7　精神疾患による休職者率と離職者率

離職者率
（％）

休職者率
（％）

ー2.3地方公務員1）

ー1.5国家公務員2）

0.10.6小学校教員3）4）

0.10.6中学校教員3）4）

0.10.4高校教員3）4）

0.10.55,000人以上企業5）

（出典）
1）総務省「地方公務員のメンタ
ルヘルス不調による休職者及び対
策の状況」（令和 2年版），2）人
事院「令和 2 年度　年次報告
書」，3）文部科学省「令和 2年度
公立学校教職員の人事行政状況調
査」，4）文部科学省「令和元年学
校教員統計調査」，5）厚生労働省
「令和 2年労働安全衛生調査（実
施調査）」
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４

離
　
職

　

本
節
で
は
、
離
職
の
観
点
か
ら

デ
ー
タ
眺
め
、
比
較
す
る
。
こ
こ
で

観
察
す
る
の
は
、
本
務
教
員
数
あ
た

り
の
離
職
率
で
あ
る
。
図
４

－

６
は
、

離
職
率
の
１
９
９
２
（
平
成
４
）
年

か
ら
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
ま
で

の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
み
れ
ば
、
小
・
中
・
高
の
教
員

の
離
職
率
は
約
５
％
以
下
で
あ
る
。

全
期
間
を
通
じ
て
、
民
間
企
業
や
国

家
公
務
員
に
比
べ
て
低
い
水
準
に
な

っ
て
い
る
。
近
年
、
教
員
の
離
職
率

は
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
定

年
退
職
者
の
増
加
に
よ
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
教
員
の
離
職
理
由
に
つ

表4－8　離職理由の割合（％）の比較（2019年）

定年 死亡・傷病 個人的理由 職務上の
問題

事業所側
の理由

小学校 60.2 4.7 34.6 0.5 0
中学校 55.4 5.0 38.8 0.9 0
高校 42.9 4.3 51.9 0.9 0

民間企業
（期限なし） 6.8 1.8 81.8 0.5 9.2

（出典）�図4－6に同じ。

図4－6　離職率の推移
データの定義：教員の離職者率＝離職者数÷本務教員者数
　　　　　　　�一般労働者の離職者率＝離職者数÷ 1月 1日現在の常用労働者数
（出典）�厚生労働省「雇用動向調査」，人事院「令和 3年度年次報告書」，文部科

学省「学校教員統計調査」より作成。

0

5

10

15
小学校
中学校
高校
民間企業
国家公務員
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離
職
率
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％
）

1992 95 98 2001 04 07 10 13 16 19
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い
て
観
察
し
て
み
よ
う
。
表
４

－

８
は
、
離
職
理
由
の
割
合
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
教
員
の
離
職
理
由
の
約
半

数
は
定
年
退
職
で
あ
り
、
特
に
小
学
校
の
教
員
の
離
職
理
由
の
60

％
を
占
め
て
い
る
。
他
方
、
民
間
企
業
の
離
職
理
由
の
多
く
は
個

人
的
理
由
で
あ
り
、
80
％
を
占
め
て
い
る
。
個
人
的
理
由
の
内
、

一
番
多
い
の
は
転
職
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
個
人
的
理
由
に

着
目
す
る
と
、
高
校
の
教
員
が
50
％
で
教
員
の
中
で
は
高
い
が
、

民
間
企
業
に
比
べ
る
と
低
く
、
ま
た
、
国
家
公
務
員
（
46
・
９
％
、

「
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
任
用
状
況
調
査
」（
人
事
院
、
２
０
１
９

（
平
成
31
）
年
）
と
比
較
的
近
い
。
小
・
中
学
校
の
教
員
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
40
％
未
満
で
あ
り
、
国
家
公
務
員
と
比
較
し
て
も

低
い
水
準
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
図
４

－

７
は
若
年
層
の
離
職
率
を
、
民
間
企
業
と
比

較
し
た
も
の
で
あ
る
。
民
間
企
業
の
デ
ー
タ
は
３
年
以
内
離
職
率

で
あ
る
が
、
教
員
に
つ
い
て
同
様
の
デ
ー
タ
が
見
当
た
ら
な
か
っ

た
た
め
、
25
歳
未
満
離
職
率
及
び
、
30
歳
未
満
離
職
率
と
比
較
す
る
図
４

－

７
を
み
る
と
、
民
間
企
業
の
３
年
以

内
離
職
率
が
31
％
で
あ
る
の
に
比
較
し
て
、
高
校
の
30
歳
未
満
離
職
率
を
除
き
、
教
員
の
若
年
層
離
職
率
は
低
水

準
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

図4－7　若年層離職率の比較
（出典）�厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」2019年，文部科学省

「学校教員統計調査」2019年より作成。
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お
わ
り
に

　

本
章
で
は
、
教
員
を
取
り
巻
く
労
働
条
件
を
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
観
察
し
て
き
た
。
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　

⃝　

給
与
は
高
い
水
準
で
あ
る
が
、
勤
務
時
間
は
極
め
て
長
い
。

　

⃝　

育
児
休
業
は
取
り
や
す
く
、
有
給
休
暇
も
取
り
に
く
い
環
境
と
は
え
な
い
。

　

⃝　

離
職
率
は
、
他
職
種
に
比
べ
て
低
い
水
準
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
今
回
、
取
り
上
げ
た
デ
ー
タ
の
範
囲
で
は
、
教
員
の
労
働
条
件
の
主
要
な
問
題
は
勤
務
時
間
が
長

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

教
員
は
、
民
間
企
業
等
に
比
べ
て
、
特
殊
な
労
働
条
件
や
採
用
パ
タ
ー
ン
を
取
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
前

者
は
、
給
特
法
で
あ
り
、
後
者
は
期
限
付
き
採
用
、
条
件
付
き
採
用
と
い
っ
た
１
年
目
の
採
用
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ

る
。
残
念
な
が
ら
今
回
の
分
析
で
は
、
こ
れ
ら
の
特
殊
な
条
件
に
つ
い
て
の
考
察
は
で
き
て
い
な
い
。
加
え
て
、

小
学
校
の
教
員
は
女
性
比
率
が
高
い
が
、
育
児
休
暇
取
得
率
を
除
い
た
男
女
間
で
傾
向
の
異
な
る
も
の
に
つ
い
て

把
握
も
調
整
も
で
き
て
お
ら
ず
、
条
件
を
整
え
た
比
較
に
な
っ
て
い
な
い
点
も
課
題
で
あ
る
。

　

教
員
は
、
一
般
的
に
大
変
だ
が
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
今
後
、
長
く
過
酷
な
労
働
時
間

等
に
対
し
て
働
き
方
改
革
が
加
速
的
に
進
み
、
働
き
や
す
く
魅
力
あ
る
仕
事
と
し
て
周
知
さ
れ
、
や
る
気
に
あ
ふ

れ
た
優
秀
な
人
材
が
集
ま
る
未
来
を
期
待
す
る
。

�

〔
山
下
雅
代
〕
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現
在
、
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
な
ど
教
職
を
め
ぐ
る
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
問
題
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
教
師
や
そ
の
志
望
者
や
候
補
者
の
不
足
や
減
少
を
意
味
す
る
「
教
師
不
足
の
問
題
」、
そ
し
て
、

ブ
ラ
ッ
ク
と
い
う
言
説
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
教
師
の
「
労
働
条
件
の
問
題
」、
そ
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
背
景
に
広
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
教
職
の
魅
力
の
低
下
の
問
題
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
客
観
的

に
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
に
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
し
て
漠
然
と
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
書
で
は
、「
教
師
不
足
」「
労
働
条
件
」「
教
職
の
魅
力
」
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
等
に
よ
っ
て
、
分
析
等
を
行

っ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
三
つ
に
つ
い
て
の
考
察
を
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

１

「
教
師
不
足
問
題
」
の
諸
相
と
本
質

　

現
在
、「
教
師
不
足
」
の
問
題
が
、
巷
間
で
重
大
な
社
会
問
題
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
教

佐
々
木
幸
寿
・
七
条
太
郎

教
師
不
足
、
労
働
条
件
、
教
職
の
魅
力
の
問
題

第5章
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師
不
足
」
と
い
う
の
は
、
文
部
科
学
省
の
文
書
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
い
わ
ゆ
る
『
教
師
不
足
』」
と
表
現
さ

れ
た
り
、
ま
た
、
カ
ッ
コ
付
き
で
「
教
師
不
足
」
と
表
現
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。「
教
師
不
足
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

多
様
な
意
味
や
認
識
が
込
め
ら
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
の
諸
相
―
潜
在
的
不
足
、
顕
在
的
不
足
、
現
実
の
不
足
―

　

い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
と
い
う
言
葉
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
Ａ
：「
現

実
レ
ベ
ル
」、
Ｂ
：「
顕
在
的
レ
ベ
ル
」、
Ｃ
：「
潜
在
的
レ
ベ
ル
」
に
わ
け
て
、
そ
の
諸
相
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

Ａ
：「
現
実
レ
ベ
ル
」
の
「
教
師
不
足
」
と
は
、
新
年
度
が
は
じ
ま
る
段
階
に
お
い
て
、
現
実
に
配
置
す
べ
き

教
員
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
は
、
産
休
・
育
休
、
休
職
な
ど
に
よ
っ
て
年
度
途
中
に
補
充
す
る
必
要
が
生

じ
た
際
に
、
補
充
の
教
員
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
等
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
実
の
欠
員
を
示
し
て
い
る
。

文
部
科
学
省
の
令
和
３
年
度
に
実
施
し
た
「『
教
師
不
足
』
に
関
す
る
調
査
」
に
お
け
る
「
教
師
不
足
」
と
は
、

「
臨
時
的
任
用
教
員
等
の
確
保
が
出
来
ず
、
実
際
に
学
校
に
配
置
さ
れ
て
い
る
教
師
の
数
が
、
各
都
道
府
県
・
指

定
都
市
の
教
育
委
員
会
に
お
い
て
学
校
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
教
師
の
数
（
配
当
数
）
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、

欠
員
が
生
じ
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
お
り
、
正
に
「
現
実
レ
ベ
ル
」
に
お
け
る
欠
員
を
意
味
し
て
い
る
。

　

Ｂ
：「
顕
在
的
レ
ベ
ル
」
で
の
「
教
師
不
足
」
と
は
、
教
員
採
用
試
験
の
採
用
予
定
者
数
の
増
減
、
受
験
者
数

や
受
験
倍
率
な
ど
、
実
際
の
欠
員
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
次
年
度
か
ら
の
教
師
へ
の
採
用
に
直
結
す
る

こ
と
か
ら
、「
よ
り
密
接
に
不
足
に
結
び
つ
く
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
意
味
で
、「
顕
在
的
な
教
師
不
足
」
と
い

え
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
不
足
は
、
期
限
付
き
講
師
、
非
常
勤
講
師
の
採
用
、
定
年
退
職
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者
教
員
の
再
任
用
の
活
用
な
ど
に
よ
っ
て
、
現
実
の
欠
員
と
な
ら
な
い
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

Ｃ
：「
潜
在
的
レ
ベ
ル
」
で
の
「
教
師
不
足
」
と
は
、
将
来
的
な
不
足
を
予
測
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
不

足
」
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
教
員
免
許
授
与
件
数
の
減
少
、
教
師
の
大
量
退
職
の
見
込
み
な
ど
は
、
教
師

と
な
る
可
能
性
の
あ
る
候
補
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
教
員
の
需
要
増
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
な
ど
、「
将
来
的

に
不
足
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
を
も
っ
て
、「
教
師
不
足
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、「
潜

在
的
な
教
師
不
足
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
の
問
題
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
ど
の
よ

う
な
レ
ベ
ル
で
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
含
意
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
教
師
不
足
」
を
見
る
た
め
の
指
標
―
問
題
の
解
釈
、
目
的
に
応
じ
た
指
標
の
設
定
―

　

次
に
、「
教
師
不
足
」
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
問
題
状
況
を
適
切
に
解
釈
し
、
背
景
と
な
る
要
因
等
を
、

ど
の
よ
う
な
指
標
（
デ
ー
タ
、
変
数
）
に
従
っ
て
検
討
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
る
。

　
「
教
師
不
足
」
と
は
、
量
的
に
は
、
教
師
と
し
て
の
必
要
人
数
と
、
教
師
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
な
ろ
う
と
す

る
人
数
の
不
均
衡
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
需
要
サ
イ
ド
、
供
給
サ
イ
ド
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る

指
標
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、「
教
師
不
足
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
や
文
脈
ご
と
に
、
そ
の
指
し

示
す
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
。
潜
在
的
レ
ベ
ル
、
顕
在
的
レ
ベ
ル
、
現
実
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
教
師
不
足
」
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
何
か
を
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
ど
の
時
点
で
推
計
す
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
際
に
、
活
用
す
る

需
要
サ
イ
ド
、
供
給
サ
イ
ド
を
代
表
さ
せ
る
指
標
と
し
て
何
が
適
切
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
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例
え
ば
、「
潜
在
的
レ
ベ
ル
の
需
給
」
を
考
え
る
場
合
に
は
、
相
当
の
長
期
に
お
け
る
推
計
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
際
に
活
用
す
る
指
標
と
し
て
は
、
教
員
の
年
齢
構
成
（
需
要
サ
イ
ド
）、
教
員
免
許
授
与
件
数
の
動
向
（
供
給

サ
イ
ド
）
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
直
接
、
教
師
の
欠
員
に
そ
の
ま
ま
結
び
つ
く
わ
け

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
需
給
関
係
の
推
計
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
可
能
性
（
予
想
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、「
顕
在
的
レ
ベ
ル
の
需
給
」
を
考
え
る
場
合
に
は
、
実
務
上
、
教
員
採
用
試
験
の
時
点
で
の
推
計
と
、

配
置
作
業
を
行
う
時
点
で
の
推
計
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
（
教
員
採
用
試
験
の
時
点
）
に
お
い
て
は
、
退
職
者
数
、

学
級
数
の
見
込
み
（
需
要
サ
イ
ド
）、
教
員
採
用
試
験
受
験
者
数
（
供
給
サ
イ
ド
）
を
指
標
と
し
て
設
定
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
（
配
置
作
業
の
時
点
）
に
お
い
て
は
、
退
職
者
数
の
具
体
的
な
見
込
み
（
需
要
サ
イ
ド
）、

教
員
採
用
試
験
の
正
規
合
格
者
数
、
期
限
付
き
・
非
常
勤
採
用
予
定
者
数
（
供
給
サ
イ
ド
）
を
指
標
と
し
て
設
定

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
現
実
レ
ベ
ル
の
需
給
」
を
考
え
る
場
合
に
は
、
実
務
上
、
４
月
の
年
度
当
初
（
学
級
数
は

５
月
１
日
現
在
）
の
配
置
、
年
度
途
中
の
欠
員
補
充
対
応
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
（
年
度
当
初
配
置
）
に
お
い
て
は
、

現
実
の
退
職
者
数
、
学
級
数
、
産
休
・
育
休
者
数
、
休
職
者
数
、
病
休
者
数
等
（
需
要
サ
イ
ド
）
に
基
づ
い
て
、

正
規
採
用
者
、
期
限
付
き
・
非
常
勤
採
用
者
（
供
給
サ
イ
ド
）
を
確
保
し
て
配
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
際
に
は
、

予
測
で
き
な
い
採
用
辞
退
、
休
職
・
病
休
取
得
等
に
対
応
す
る
た
め
に
、
講
師
登
録
者
等
か
ら
の
急
な
欠
員
補
充

が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
、
一
部
で
ス
ポ
ッ
ト
的
な
即
応
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
。
後
者
（
年
度
途
中
の
欠
員

対
応
）
に
お
い
て
は
、
前
者
と
異
な
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
予
測
困
難
な
急
な
欠
員
（
需
要
サ
イ
ド
）
に
即
応
す
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る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
対
応
は
、
ほ
ぼ
ス
ポ
ッ
ト
的
市
場
に
お
け
る
対
応
と
な
る
点
で
、
他
の
時
点

で
の
「
教
師
不
足
」
と
は
、
本
質
的
に
問
題
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
供
給
サ
イ
ド
か
ら
は
、
年
度
途

中
で
は
、
講
師
登
録
者
も
何
ら
か
の
仕
事
に
就
業
し
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
即
応
で
き
る
人
材
の
確
保
は
、
特
に

困
難
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
現
実
の
需
給
推
計
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
（
政
令
市
含
む
）
ご
と
に
教
員
の
年
齢
構
成
、
退
職
者
数
、

学
級
編
制
の
方
針
、
教
員
配
置
や
人
事
異
動
方
針
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
潜
在
的
レ
ベ
ル
、
顕
在
的
レ
ベ
ル
、
現

実
レ
ベ
ル
に
お
い
て
需
給
を
考
え
る
う
え
で
、
都
道
府
県
ご
と
の
状
況
や
特
性
を
踏
ま
え
た
需
給
推
計
を
行
う
必

要
が
あ
る
。

「
教
師
不
足
」
に
つ
い
て
の
知
見
と
課
題
―
次
元
ご
と
の
解
釈
の
明
確
化
、
デ
ー
タ
や
分
析
の
不
足
―

　

図
５

－

１
は
、
上
記
の
「
教
師
不
足
」
の
次
元
、
推
計
の
時
点
、
活
用
が
考
え
ら
れ
る
指
標
、
そ
し
て
、
そ
の

需
給
関
係
の
特
質
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
教
師
不
足
」
に
お
け
る
需
給
推
計
に
つ
い
て
整
理
す

る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

・�「
教
師
不
足
」
に
つ
い
て
は
、
推
計
の
特
質
や
活
用
す
る
指
標
の
側
面
か
ら
は
、「
潜
在
的
レ
ベ
ル
の
需
給
」「
顕

在
的
レ
ベ
ル
の
需
給
」「
現
実
レ
ベ
ル
の
需
給
」
に
区
分
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
顕
在
的
レ
ベ
ル
の
需
給
」
で
は

教
員
採
用
試
験
の
時
点
、
配
置
計
画
の
時
点
に
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、「
現
実
レ
ベ
ル
の
需
給
」
で
は
、

年
度
当
初
の
時
点
と
年
度
途
中
の
欠
員
対
応
の
時
点
に
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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・�

教
員
政
策
や
施
策
へ
の
関
与
可
能
性
の
観
点
で
考

え
た
場
合
に
、「
潜
在
的
レ
ベ
ル
の
需
給
」
に
対

し
て
は
、
主
に
国
の
教
員
政
策
の
対
象
と
な
る
も

の
で
あ
り
、「
顕
在
的
レ
ベ
ル
の
需
給
」「
現
実
レ

ベ
ル
の
需
給
」
に
対
し
て
は
主
に
任
命
権
者
と
し

て
教
員
確
保
に
責
任
を
負
う
都
道
府
県
教
育
委
員

会
、
政
令
市
教
育
委
員
会
等
の
教
育
政
策
の
対
象

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
、「
現
実
レ
ベ
ル
の

需
給
」
に
対
し
て
は
欠
員
に
対
し
て
ス
ポ
ッ
ト
的

に
即
応
す
る
必
要
が
あ
り
、
教
育
委
員
会
・
学
校

が
共
同
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
長
期
的
な

視
点
か
ら
の
「
教
師
不
足
」
に
つ
い
て
は
、
教
育

委
員
会
や
学
校
が
対
応
す
る
に
は
限
界
が
あ
り
、

主
に
国
が
責
任
を
も
っ
て
長
期
的
、
計
画
的
な
推

計
を
実
施
し
、
対
応
す
べ
き
事
項
で
あ
る
と
い
え

る
。

・�
文
部
科
学
省
調
査
（
令
和
３
年
実
施
）
な
ど
に
お

け
る
現
実
レ
ベ
ル
の
欠
員
は
、
主
に
、
ス
ポ
ッ
ト

図5－1　「教師不足」における需給推計と活用する指標，需給関係の特質

現実レベルの需給
（現実）

潜在的レベルの需給
（可能性）

需要可能性：教員の年齢構成

供給可能性：免許授与件数の動向

顕在的レベルの需給
（見込）

需要見込：退職者，学級数（特別支援等含む）
　　　　　の概略的な見込み

供給見込：採用試験の受験者数

採用試験の時点
（採用計画）

配置計画の時点
（配置計画）

4月（5･1）の時点
（配置）

年度途中随時
（欠員）

長期的視点

〈活用する指標例〉〈推計の時点〉〈「教師不足」の次元〉

需要見込：退職者数の具体的な見込み

供給見込：採用試験の正規合格者数，
　　　　　期限付き・非常勤予定数

需要数：退職者数，学級数，産休育休数，
　　　　休職者数，病休者数

供給数：正規採用者数，期限付き・
　　　　非常勤採用数

需要数：年度途中の産休育休者数，休職者数，
　　　　病休者数

供給数：期限付き・非常勤登録数

事前
（正規中心）

事前
（非正規含む）

事後
（非正規含む）
※一部スポット

事後
（非正規中心）
※スポット的市場

潜在
（予想）

〈需給関係の特質〉
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市
場
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
現
象
で
あ
る
。
推
計
に
基
づ
く
計
画
的
な
対
応
が
困
難
で
あ
る
点
で
、
他
の
レ
ベ

ル
に
お
け
る
「
教
師
不
足
」
と
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、「
既
卒
者
プ
ー
ル
」
の
縮
小
な
ど
近

年
の
教
員
需
給
の
動
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
例
年
も
発
生
し
て
い
る
ス
ポ
ッ
ト
市
場
に
お
い
て
避
け
ら

れ
な
い
ミ
ス
マ
ッ
チ
で
あ
る
の
か
、
一
定
の
人
材
プ
ー
ル
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
る
構
造
的
な
問
題
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
当
該
年
度
の
需
要
見
通
し
の
誤
差
な
ど
推
計
上
の
問
題
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
、

経
年
的
な
デ
ー
タ
（
全
国
、
都
道
府
県
ご
と
）
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る（

１
）。

・�

近
年
、
教
員
採
用
試
験
の
受
験
者
数
・
倍
率
（
顕
在
的
レ
ベ
ル
）
の
動
向
か
ら
「
教
師
不
足
」
を
危
惧
す
る
声

が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
教
師
不
足
」
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、「
潜
在
的
レ
ベ
ル
」
の
不
足
→
「
顕
在
的

レ
ベ
ル
」
の
不
足
と
い
う
枠
組
み
で
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
確
認
す

る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
関
係
が
確
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
足
の
問
題
は
、
本
質
的
に
構
造
的
な
問
題
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
も
、
教
員
需
給
に
お
け
る
一
局
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
前
者
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
免
許
制
度
の
変
更
や
給
特
法
の
抜
本
的
改
善
な
ど
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

し
、
後
者
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
一
時
的
な
臨
時
措
置
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の

判
断
は
政
策
の
在
り
方
を
左
右
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
デ
ー
タ
等
の
裏
付
け
を
も
っ
て
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
。
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２

労
働
条
件　
　

ブ
ラ
ッ
ク
の
限
定
的
解
釈
、
長
時
間
労
働
に
特
化
し
た
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
必
要
性

　

近
年
、
教
師
の
労
働
環
境
に
つ
い
て
は
、
そ
の
長
時
間
勤
務
の
実
態
な
ど
か
ら
「
ブ
ラ
ッ
ク
」
と
い
う
言
説
が

広
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
、
教
職
を
志
願
す
る
者
が
減
少
し
て
い
る
背
景
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

声
が
あ
る
。
現
在
で
は
、「
ブ
ラ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
が
、
教
師
の
労
働
条
件
が
全
般
的
に
劣
悪
で
あ
る
と
い
う

印
象
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
教
師
の
労
働
環
境
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
第
４
章
で
、
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、「
勤

務
時
間
」「
生
涯
収
入
」「
有
給
休
暇
取
得
日
数
」「
育
児
休
業
取
得
率
」「
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
率
・
離
職
率
」

「
離
職
率
」
に
つ
い
て
、
企
業
、
公
務
員
等
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
の
比
較
等
か
ら
、
勤
務
時
間
を
除
け
ば
、
教
員
の
労
働
条
件
は
、
他
の
職
種
に
比
較
し
て
良

好
な
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
給
与
水
準
、
有
給
休
暇
や
育
休
の
取
得
状
況
は
、
民
間
・
公
務
員
並
以
上
と
な
っ

て
い
る
。
年
収
は
大
企
業
と
比
較
し
て
も
遜
色
な
い
水
準
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
離
職
率
は
低
い
水
準
に
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
勤
務
時
間
が
長
い
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
、
教
職
の
労
働
条
件
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
と
し
て

確
認
さ
れ
る
。
長
時
間
労
働
対
策
を
主
眼
と
し
た
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
展
開
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

長
時
間
労
働
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
勤
務
時
間
の
制
度
（
給
特
法
）、
勤
務

時
間
の
管
理
（
管
理
職
）。
自
己
管
理
能
力
（
教
師
）、
部
活
動
や
生
徒
指
導
（
教
育
活
動
の
特
質
）、
地
域
活
動
や

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
（
学
校
組
織
の
特
質
）、
教
師
間
関
係
や
教
師
の
ム
ラ
（
教
師
文
化
の
影
響
）、
学
校
へ
の
社
会
の
期
待

と
役
割
（
社
会
の
慣
習
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
単
に
、
労
働
時
間
が
長
い
か
ら
、
給
特
法
に
お
け
る
教
職
調
整
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額
を
変
更
す
る
、
休
暇
の
長
期
休
業
中
の
ま
と
め
取
り
を
拡
大
す
る
法
改
正
を
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
長
時
間

労
働
の
改
善
と
い
う
政
策
目
的
に
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
長
時
間

労
働
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
影
響
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
施
策
や
対
応
は
、
ど
う
あ
れ
ば
よ

い
の
か
、
多
面
的
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
政
策
―
施
策
―
事
業
、
目
的
―
手
段
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
を
整
理

し
、
そ
れ
の
解
明
に
必
要
な
調
査
を
実
施
し
、
デ
ー
タ
等
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
て
、
目
的
・
対
象
に
応
じ
た
政

策
を
立
案
、
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３

教
職
の
魅
力　
　

魅
力
の
低
下
は
、
明
確
に
確
認
さ
れ
な
い

　
「
教
師
不
足
」「
教
師
の
労
働
条
件
」「
教
職
の
魅
力
の
低
下
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
な
労
働
条
件
→
教
職
の
魅
力
低
下
→
教
師
不
足
と
い
う
ロ

ジ
ッ
ク
は
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
、
そ
の
結
果
、
教
職
の
魅
力
の
低
下
の
認
識
は
、
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に

受
け
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
教
職
の
魅
力
」
と
い
う
主
観
的
な
要
素
を
、
ど
の
よ
う
な
デ
ー
タ
で
検
討
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
、
潜
在
的
レ
ベ
ル
、
顕
在
的
レ
ベ
ル
、
現
実
レ
ベ
ル
ご
と
に
、
論
理
的
に
関
係
性
が
推
測
さ
れ
る
三
つ
の

指
標
を
通
じ
て
見
て
み
る
。
潜
在
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
教
員
免
許
を
取
得
す
る
者
の
数
を
示
す
「
教
員
免
許

授
与
件
数
」
を
、
顕
在
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
現
実
に
教
職
を
志
願
す
る
者
の
数
を
示
す
「
教
員
採
用
試
験

受
験
者
の
う
ち
新
卒
受
験
者
数
」
を
、
現
実
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
教
職
を
離
れ
る
者
の
状
況
を
示
す
「
離
職
率
」
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（
特
に
、
入
職
３
年
以
内
の
離
職
率
及
び
そ
の
理
由
）
を
、
指
標
と
し
て
見
て
み
る
。

　

こ
の
結
果
、
教
員
免
許
授
与
件
数
は
、
小
学
校
で
は
、
一
種
免
許
発
行
数
に
対
す
る
新
卒
受
験
者
の
割
合
は
７

割
と
高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
中
高
で
は
、
免
許
を
取
得
し
な
が
ら
受
験
し
な
い
者
の
割
合
が
高
か
っ

た
。
ま
た
、
22
歳
人
口
に
対
す
る
新
規
学
卒
の
受
験
者
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
で
は
横
ば
い
で
あ
る
一
方

で
、
中
学
校
、
高
等
学
校
の
受
験
者
の
割
合
は
低
下
し
て
い
た
（
そ
の
一
方
で
、
大
卒
求
人
倍
率
と
の
関
係
が
確
認

さ
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
離
職
率
に
つ
い
は
、
他
の
職
種
と
比
較
し
た
場
合
に
も
相
当
に
低
い
水
準
に
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
退
職
理
由
に
つ
い
て
も
、
企
業
で
は
自
己
都
合
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
教
員
は
定
年
が
最
も
多
く
な

っ
て
お
り
、
中
途
退
職
せ
ず
定
年
ま
で
勤
め
る
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
的
に
考
え
れ
ば
、
小
学
校
に
お
い
て
は
、
免
許
取
得
者
に
対
す
る
採
用
試
験
の
受
験
割

合
の
動
向
、
22
歳
人
口
に
お
け
る
採
用
試
験
受
験
者
の
割
合
、
離
職
率
を
見
て
も
、
魅
力
が
低
下
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
ま
で
は
、
デ
ー
タ
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
一
方
で
、
中
学
校
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
そ
の
可
能
性

ま
で
は
否
定
で
き
な
い
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
一
方
で
、
大
卒
求
人
倍
率
と
の
一
定
の
相
関
が
確
認
さ
れ
、
景
気
動

向
や
若
年
労
働
力
の
状
況
の
影
響
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
学
校
、
高
等
学
校
に
お
い
て
も
、

「
教
師
の
魅
力
」
の
低
下
と
い
う
こ
と
は
、
デ
ー
タ
か
ら
は
明
確
に
は
読
み
取
れ
な
い
。

〔
補
足
〕「
教
師
の
質
の
低
下
」
の
問
題

　

巷
間
で
は
、
教
員
採
用
試
験
倍
率
の
低
下
を
背
景
と
し
て
、「
教
師
の
質
が
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
教
師
の
質
の
低
下
」
の
問
題
も
、
十
分
に
吟
味
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
流
布
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さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
は
、
競
争
試
験
に
お
い
て
は
、
受
験
倍
率
の
減
少
は
、
競
争
に
よ
っ
て
「
質
」
が
確
保
さ

れ
に
く
い
状
況
が
発
生
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
受
験
す
る
集
団
や
層
が
固
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
前
提
と
し
、
そ
の
中
で
教
員
を
受
験
す
る
者
だ
け
が
減
少
す
る
と
す
れ
ば
、
一
般
的
に
は
質
の
低
下
を
推
測

す
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
母
集
団
（
若
年
労
働
者
）
自
体
が
減
少
し
て
い
る
中
で
、
そ
れ

に
伴
っ
て
教
員
採
用
試
験
を
受
験
す
る
数
が
減
少
す
る
こ
と
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
受

験
者
層
の
う
ち
、
実
際
に
減
っ
て
い
る
の
は
も
と
も
と
教
職
志
望
の
意
識
が
低
い
ペ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
層
で

あ
っ
た
場
合
に
は
、
真
剣
に
教
師
を
目
指
し
て
い
る
コ
ア
層
に
大
き
な
変
化
が
な
い
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
は
、
教
員
志
願
者
の
実
質
的
な
減
少
が
確
認
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
教
員
需
給
の
長
い
循
環
サ
イ
ク

ル
に
お
け
る
一
局
面
で
発
生
し
う
る
も
の
と
し
て
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
の
か
、
構
造
的
な
課

題
と
し
て
長
期
的
に
取
り
組
む
べ
き
問
題
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
も
、
政
策
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

　

質
を
問
題
と
す
る
「
文
脈
」（
政
策
の
必
要
性
）
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
ど
の
よ
う
な
「
目
的
」
を
設

定
し
、
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
「
手
段
」
を
採
用
す
る
の
か
、
そ
の
有
効
性
の
判
断
「
基
準
」
を
ど
こ
に
置
く

の
か
に
よ
っ
て
、
政
策
の
形
成
・
評
価
の
有
り
様
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
教
員
政
策
を
考
え
る
う
え
で
、
文

脈
を
適
切
に
解
釈
し
、
目
的
、
手
段
、
基
準
を
検
討
し
て
、
そ
れ
に
必
要
と
な
る
デ
ー
タ
を
確
保
す
る
こ
と
は
非

常
に
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

【
注
】

（
１
）
報
道
に
よ
れ
ば
、
２
０
２
３
年
４
月
７
日
時
点
で
東
京
都
内
の
公
立
小
学
校
（
１
２
６
９
校
）
で
の
教
員
の
欠
員
は
約
80
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人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
経
年
で
は
、
２
０
１
８
年
度
：
２
８
０
人
、
２
０
１
９
年
度
：
０
人
、
２
０
２
０
年
度
：
０
人
、

２
０
２
１
年
度
：
０
人
、
２
０
２
２
年
度
：
約
50
人
と
さ
れ
て
い
る
。
２
０
１
８
年
度
が
突
出
し
て
い
る
の
は
、
児
童
が
推

計
よ
り
増
え
る
な
ど
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
推
計
上
の
問
題
）。
な
お
、
２
０
２
３
年
度
の
公
立
中
の
欠
員
は
数

人
、
公
立
高
・
特
別
支
援
学
校
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
２
０
２
３
年
４
月
19
日
、
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
に

よ
る
）。
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本
書
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
の
問
題
を
、
そ
の
内
容
を
読
み
解
き
な
が
ら
、「
教
師
不
足
」「
労
働
条

件
」「
教
職
の
魅
力
」
の
問
題
を
、
公
的
に
提
供
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
等
に
依
拠
し
て
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
結
果
、

一
定
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
新
た
な
課
題
も
み
ら
れ
た
。

１

「
教
師
不
足
」
に
つ
い
て
の
検
討
課
題

　

本
書
で
は
、「
教
師
不
足
」
の
問
題
と
し
て
、
主
に
量
的
な
デ
ー
タ
か
ら
、
潜
在
的
レ
ベ
ル
、
顕
在
的
レ
ベ
ル
、

現
実
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
の
内
実
を
探
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
一
定
の
知
見
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
が
、
さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
検
討
す
べ
き
課
題
も
出
て
き
て
い
る
。

　

第
一
に
は
、
教
員
養
成
課
程
の
意
義
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
証
を
行
う
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
潜
在
的
レ
ベ

ル
（
長
期
的
視
点
）
で
の
課
題
を
あ
げ
る
と
、
近
年
の
教
員
免
許
授
与
件
数
を
校
種
別
で
み
る
と
、
小
学
校
で
は

佐
々
木
幸
寿

人
口
急
減
社
会
に
お
け
る
教
員
政
策
の
構
築

に
向
け
て

終章
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維
持
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
高
で
は
減
少
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
小
学
校
で
は
、
小
学
校

教
員
の
課
程
認
定
を
受
け
て
い
る
大
学
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
小
学
校
で
は
教
員
養
成
を
主
と
す
る

課
程
で
養
成
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
高
で
は
、
広
く
一
般
大
学
・
学
部
に
お
い
て
も
養
成
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
小
学
校
で
は
、
教
員
免
許
授
与
件
数
に
対
す
る
教

員
採
用
試
験
受
験
者
の
割
合
が
約
７
割
程
度
に
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も（

１
）、

教
員
養
成
課
程
に
お
け
る
養
成
の
意

義
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
教
員
確
保
政
策
を
考
え
る
う
え
で
、
中
高
教
員
、
特
別
支
援
学

校
に
お
い
て
も
、
今
後
、
教
員
養
成
課
程
に
お
け
る
中
高
免
許
の
取
得
と
教
員
採
用
試
験
受
験
者
数
の
割
合
が
ど

の
程
度
で
あ
る
の
か
な
ど
、
デ
ー
タ
等
に
よ
っ
て
中
高
教
員
、
特
別
支
援
学
校
教
員
に
お
け
る
教
員
養
成
課
程
の

意
義
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
は
、
現
実
レ
ベ
ル
に
お
け
る
「
教
師
不
足
」（
欠
員
の
発
生
）
に
お
け
る
教
員
予
備
軍
と
も
い
え
る
既
卒

者
人
材
プ
ー
ル
の
確
保
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
教
員
確
保
政
策
は
、
十
分
な
量
の
教
員
免
許
の
授
与
に

よ
っ
て
免
許
所
有
者
を
一
定
数
確
保
し
、
そ
の
中
か
ら
適
任
者
を
教
員
と
し
て
採
用
す
る
と
い
う
仕
組
み
（
免
許

―
採
用
の
シ
ス
テ
ム
）
と
と
も
に
、
一
定
量
の
既
卒
者
人
材
プ
ー
ル
に
よ
っ
て
欠
員
が
生
じ
な
い
よ
う
に
補
完
す

る
と
い
う
仕
組
み
（
待
機
人
材
に
よ
る
調
整
シ
ス
テ
ム
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
近
年
の
欠
員
の
発
生
は
、

教
員
の
大
量
採
用
に
よ
っ
て
人
材
プ
ー
ル
が
枯
渇
し
て
い
る
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
教
員
を
安

定
的
に
確
保
す
る
う
え
で
、
既
卒
者
人
材
プ
ー
ル
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
要
因
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て

い
る
の
か
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
現
在
、
進
め
ら
れ
て
い
る
課
程
認
定
基
準
の
柔
軟
化
、
特
別
免

許
状
運
用
改
善
な
ど
の
教
師
の
多
様
化
政
策
に
よ
っ
て
人
材
プ
ー
ル
は
補
完
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
検
証
し
て



91　　終章　人口急減社会における教員政策の構築に向けて

い
く
必
要
が
あ
る
。

　

第
三
に
は
、
教
職
の
課
題
と
し
て
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
長
時
間
労
働
の
問
題
で
あ
る
。
自
由
民
主
党
の
政

務
調
査
会
は
、
教
員
の
な
り
手
不
足
や
処
遇
改
善
に
つ
い
て
抜
本
的
な
改
革
案
を
作
り
上
げ
る
た
め
、「
令
和
の

教
育
人
材
確
保
に
関
す
る
特
命
委
員
会
」
を
設
置
し
て
、
主
な
要
因
と
さ
れ
る
給
特
法
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
議

論
し
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
５
月
16
日
に
教
職
調
整
額
の
増
額
等
を
内
容
と
す
る
提
言
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
。

し
か
し
、
長
時
間
勤
務
は
、
必
ず
し
も
給
特
法
だ
け
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
教
師
の
自
己
管
理
能
力
、
管

理
職
の
勤
務
管
理
能
力
、
過
度
に
教
師
に
依
存
す
る
社
会
的
慣
習
、
学
校
文
化
、
教
員
ム
ラ
と
呼
ば
れ
る
教
員
間

の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
人
間
関
係
の
影
響
な
ど
多
様
な
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
長
時
間

勤
務
の
解
消
を
政
策
目
標
と
し
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
施
策
等
が
有
効
に
機
能
す
る
の
か
、
時
間
外
勤
務
を
抑

制
す
る
機
能
に
着
目
し
て
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
よ
る
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
問

題
は
、
労
働
時
間
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
教
職
の
在
り
方
（
聖
職
性
、
専
門
職
性
な
ど
）
に
関
わ

る
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

第
四
に
は
、「
教
職
の
魅
力
の
低
下
」「
教
師
の
質
の
低
下
」
な
ど
、
直
接
的
に
、
量
的
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
検
証

す
る
こ
と
が
困
難
な
主
観
的
な
評
価
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
検
証
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
教

職
の
魅
力
の
低
下
」
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
、「
離
職
率
」
な
ど
の
指
標
に
つ
い
て
他
の
業
種
や
公
務
員
と
の
比

較
に
よ
っ
て
検
討
し
て
き
た
。
一
方
で
、「
教
師
の
質
の
低
下
」
に
つ
い
て
は
、
今
回
は
、
特
に
指
標
を
設
定
し

て
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
今
後
、
大
学
卒
業
の
年
齢
に
あ
た
る
22
歳
人
口
の
動
態
と
教
員
採
用
試
験
受

験
者
数
の
動
態
の
比
較
、
さ
ら
に
は
、
教
員
免
許
取
得
者
の
う
ち
、
教
員
を
第
一
志
望
と
す
る
コ
ア
層
の
教
員
試
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験
受
験
の
動
向
な
ど
に
つ
い
て
も
、
デ
ー
タ
を
収
集
、
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２

問
題
の
本
質
へ
の
問
い
　
　「
教
師
不
足
問
題
」
な
の
か
、「
人
材
需
給
問
題
」
な
の
か

　
「
教
師
不
足
」
の
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
相
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、「
教
師
不
足
」
を
教

育
政
策
と
し
て
捉
え
る
う
え
で
、
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
事
業
、
施
策
の

展
開
を
考
え
る
際
に
、
非
常
に
重
要
な
視
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
問
題
を
、「
教
師
不
足
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
か
、「
人
材
需
給
問
題
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
の

か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。「
教
師
不
足
」
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
は
、
教
員
特
有
の

要
因
、
教
員
政
策
の
特
性
が
背
景
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
本
書
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」

の
問
題
を
、「
教
師
不
足
」「
労
働
条
件
」「
教
職
の
魅
力
」
と
い
う
側
面
か
ら
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
、
潜
在
的
レ

ベ
ル
、
顕
在
的
レ
ベ
ル
、
現
実
レ
ベ
ル
で
整
理
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
免
許
状
の
授
与
件
数
と
採
用
試
験
受
験

者
の
割
合
に
お
い
て
小
学
校
と
中
高
で
は
異
な
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
こ
と
、
教
員
の
長
時
間
労
働
は
依
然
と
し

て
教
員
政
策
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
、
現
実
の
欠
員
の
発
生
に
つ
い
て
は
人
材
プ
ー
ル
に
依
存
し
て
い
る
こ

と
の
知
見
は
、「
教
師
不
足
」
は
、
教
員
政
策
の
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
考
察
さ
れ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、「
教
師
不
足
問
題
」
は
、「
人
材
需
給
問
題
」
と
し
て
検
討
す
べ
き
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
も

ま
た
考
察
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
新
卒
教
員
採
用
試
験
受
験
者
数
と
大
卒
求
人
倍
率
と
の
間
に
一
定
の
関
係
が
み
ら

れ
た（

２
）こ
と
は
、
顕
在
的
次
元
に
お
い
て
は
、
人
材
需
給
の
問
題
と
し
て
考
え
う
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ



93　　終章　人口急減社会における教員政策の構築に向けて

て
い
た
。

　

い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
の
問
題
を
、
次
元
や
諸
相
に
応
じ
て
整
理
し
、
さ
ら
に
、
各
要
素
が
教
員
政
策
と
い

う
位
置
づ
け
で
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
広
く
人
材
の
需
給
問
題
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
論
じ
る
べ
き
で
あ
る

の
か
、
整
理
し
た
う
え
で
、
政
策
形
成
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

３

人
口
急
減
社
会
に
お
け
る
構
造
的
問
題
へ
の
示
唆
　
　「
教
員
需
給
問
題
」か
ら「
人
口
問
題
」へ

　

い
わ
ゆ
る
「
教
師
不
足
」
問
題
は
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
22
歳
人
口
減
少
と

の
関
係
、
大
卒
求
人
倍
率
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
日
本
は
、
人
口
減
少
社
会
に
突

入
し
て
お
り（

３
）、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
拡
大
を
経
て
そ
の
減
少
速
度
が
加
速
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ

る
。
若
年
労
働
力
の
不
足
、
さ
ら
に
は
、
今
ま
で
退
職
教
員
層
を
補
完
し
て
い
た
高
齢
者
の
減
少
は
、「
教
師
不

足
」
が
、
今
後
、
教
師
の
供
給
サ
イ
ド
か
ら
構
造
的
、
長
期
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
く
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
需
要
サ
イ
ド
か
ら
は
、
全
体
的
に
は
、
大
量
退
職
の
時
代
は
間
も
な
く
終
わ
り
、
公
務
員
の
定
年

延
長
も
相
ま
っ
て
、
教
員
需
要
は
、
今
後
し
ば
ら
く
低
下
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
児
童
生
徒
数
も
、
継

続
的
に
、
減
少
し
て
い
く
こ
と
が
推
計
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
日
本
全
体
で
急
激
に
進
む
人
口
減
少
は
、「
教
師
不
足
」
と
い
う
次
元
を
超
え
て
、
さ
ら
に
は
教
育

界
に
と
ど
ま
ら
な
い
構
造
的
な
現
象
と
し
て
重
大
な
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て

い
る
。
も
し
、「
教
師
不
足
」
が
、
人
口
減
少
社
会
の
到
来
と
い
う
構
造
的
な
問
題
の
一
部
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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今
後
、
児
童
生
徒
数
の
減
少
、
学
校
の
減
少
、
教
師
の
な
り
手
の
減
少
と
い
う
問
題
が
同
時
に
進
行
す
る
こ
と
に

な
る
だ
け
で
な
く
、
外
部
か
ら
学
校
を
支
援
す
る
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
専
門
人
材
、
部
活
動
指
導
員
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
、
指
導
主
事
や
行
政
職
員
等
の
不
足
も
当
然
に
予
想
さ
れ
る
。
現
在
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
た
ま

ま
で
、
学
習
集
団
の
集
約
、
学
校
統
廃
合
と
い
う
従
来
の
手
法
で
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
喫
緊
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
教
育
内
容
・
方
法
な
ど
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
政
策
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
の
た
め
の
教
育
環
境
整
備
政
策
、

教
科
ご
と
に
細
分
化
さ
れ
た
教
員
免
許
な
ど
の
教
員
免
許
政
策
、
現
職
教
員
の
教
員
研
修
政
策
、
学
校
施
設
・
整

備
政
策
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
等
の
教
育
支
援
人
材
育
成
政
策
な
ど
そ
の
影
響
は
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。

【
注
】

（
１
）
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
度
に
お
け
る
小
学
校
で
の
免
許
授
与
件
数
に
対
す
る
教
員
採
用
試
験
の
受
験
率
は
、
73
・
７
％

で
あ
る
。
一
方
で
、
中
学
校
は
36
・
９
％
、
高
等
学
校
は
15
・
４
％
で
あ
る
（
第
３
章
参
照
）。

（
２
）
２
０
０
９
（
平
成
21
）
年
度
以
降
の
総
人
口
の
動
向
と
有
効
求
人
倍
率
の
関
係
は
、
強
い
相
関
を
見
せ
て
い
る
（
令
和
２

年
以
降
に
つ
い
て
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
見
ら
れ
る
）。

（
３
）「
令
和
４
年
版　

少
子
化
社
会
対
策
白
書
」
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
総
人
口
は
、
１
億
２
５
５
０
万
人
（
２
０
２
１
年
10

月
１
日
時
点
）
と
な
っ
て
い
る
。
年
少
人
口
（
０
～
14
歳
）、
生
産
年
齢
人
口
（
15
～
64
歳
）、
65
歳
以
上
人
口
の
総
人
口
に

占
め
る
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
11
・
８
％
、
59
・
４
％
、
28
・
９
％
と
な
っ
て
い
る
。
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の

「
日
本
の
将
来
推
計
人
口
（
平
成
29
年
推
計
）」
は
、
我
が
国
の
将
来
の
人
口
規
模
や
年
齢
構
成
等
の
人
口
構
造
の
推
移
を
推

計
し
て
お
り
、
こ
の
推
計
の
結
果
に
基
づ
け
ば
、
総
人
口
は
、
２
０
５
３
年
に
は
１
億
人
を
割
っ
て
９
９
２
４
万
人
と
な
り
、

２
０
６
５
年
に
は
８
８
０
８
万
人
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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言機能を果たすことを期待されている。
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ム（ユニット）を設けて，実践・実装・共創型の研究開発を進めており，
また，本部においても，社会的要請に応えて先導性のあるテーマに基づ
いてプロジェクトを立ち上げて議論や研究を進めている。先端教育人材
育成推進機構では，その研究成果をできるだけ早く，教師，学校，教育
行政などの関係者をはじめ，広く社会に成果を提供することが求められ
ており，「先端教育人材育成推進機構ブックレット」は，そのような役
割を果たそうとするものである。本ブックレットは，できるだけ簡潔に，
わかりやすく，ポイントを絞って研究成果を発信することをねらいとし
ている。
　このたび，「先端教育人材育成推進機構ブックレット」創刊号を上梓
することができた。創刊号を，嚆矢として，継続的に，東京学芸大学先
端教育人材育成推進機構の研究成果を，わかりやすく，そして，タイム
リーに発信していきたいと考えている。
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